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第 ３ 陳情 ９の３ 南三陸町の地域性を重んじた災害復興公営住宅のコミュニティ醸成

様式への陳情書 

第 ４ 陳情 ９の４ 自然と呼応したまちづくりを叶えるために防潮堤のあり方について

の再考を願う陳情書 
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     本日の会議に付した事件 

  日程第１から日程第１６まで 



 ２０２ 

     午前１０時００分  開議 

○議長（後藤清喜君） おはようございます。 

  夕べ、昨日晩と寝苦しい夜が続いております。体調には十分ご留意されまして、議会に臨ん

でいただきたいと思います。 

  ただいまの出席議員数は15人であります。定足数に達しておりますので、これより、本日の

会議を開きます。 

  傍聴の申し出があり、これを許可しております。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                            

     日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（後藤清喜君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により議長において14番三浦清人君、15番西條

栄福君を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                            

     日程第２ 諸般の報告 

○議長（後藤清喜君） 日程第２、諸般の報告を行います。 

  本定例会にお手元に既に配付しておりますとおり、町長提出議案５件、陳情２件が追加して

提出され、これを受理しております。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

                                            

     日程第３ 陳情９の３ 南三陸町の地域性を重んじた災害復興公営住宅のコミュニテ 

                ィ醸成様式への陳情書 

○議長（後藤清喜君） 日程第３、陳情９の３南三陸町地域特性を重んじた災害復興公営住宅の

コミュニティ醸成様式への陳情書を議題といたします。 

  お諮りいたします。陳情９の３については、東日本大震災対策特別委員会に付託して審査す

ることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、陳情９の３については東日本大震災特

別委員会に付託して審査することに決しました。 

                                            



 ２０３ 

     日程第４ 陳情９の４ 自然と呼応したまちづくりを叶えるために防潮堤のあり方に 

                ついて再考を願う陳情 

○議長（後藤清喜君） 日程第３、陳情９の４自然と呼応したまちづくりを叶えるために防潮堤

のあり方について再考を願う陳情書を議題といたします。 

  お諮りいたします。陳情９の４については、東日本大震災対策特別委員会に付託して審査す

ることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、陳情９の４については東日本大震災特

別委員会に付託して審査することに決しました。 

                                            

     日程第５ 議案第８６号 教育委員会委員の任命について 

○議長（後藤清喜君） 日程第５、議案第86号教育委員会委員の任命についてを議題といたしま

す。 

  佐藤教育長より退席の申し出がありますので、これを許可します。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） おはようございます。 

  ただいま上程されました議案第86号教育委員会委員の任命についてをご説明申し上げます。 

  本案は、教育委員会委員佐藤達朗氏の任期が本年11月18日をもって満了することから、引き

続き同氏を教育委員会委員として任命したいため、議会の同意をお願いするものであります。

佐藤氏は昨年10月13日、本町教育委員会委員に就任され、これまで約１年間教育長として本

町の教育行政に多大なるご尽力を賜ってまいりました。高い識見と高潔な人格は、教育委員

会委員として適任であると考えておりますので、よろしくご審議の上、ご決定賜りますよう

にお願いを申し上げます。 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。１番千葉

伸孝君。 

○１番（千葉伸孝君） 教育長は、前田生教育長が殉職されたその後１年間、この被災の厳しい

中で児童、子供たちの教育のリーダーとして南三陸町で教育長として頑張ってこられました。
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現在、教育委員が歌津地区に２人、志津川地区に２人、そして佐藤達朗先生は岩手県の出身

であります。こういった中で、今、南三陸町が抱えている戸倉地区の問題が一番教育業界に

とっての問題点であるのは、皆さんもご承知のとおりだと思います。 

  そういった中で、戸倉地区の住民のいろいろな問題とか考えとか学校のあり方について、な

かなかその情報が上がってくるのが、私は少ないような感じがします。それは、戸倉地区に

密着したこういった教育委員の方々がいないことに、私は関係していると思います。 

  今後、戸倉地区の地区民、ＰＴＡの考え方をくみ上げるために、何か別な方法としてやっぱ

り教育委員を今の５人を６人にするとか、そういった地域の考えとか生徒たちのことを親身

に考える地区民からの代表者を出すべきと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 千葉議員もご承知だと思いますが、教育委員の人数につきましては、こ

れは決まってございます。５人でございます。そういう観点でございますので、ひとつそれ

はご理解をいただきたいというふうに思います。 

  なお、戸倉地域の皆さん方のご意見を集約するということについては、我々も鋭意を持って

取り組んでいきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。 

○１番（千葉伸孝君） 町の職員の定数に関しても、この間の一般質問の中で私が質問いたしま

した。そういった中で、人数の条例改正とかそういった部分の町の制度的なものの改正も考

えるべきと私は思います。 

  やっぱり、子供たちの環境、今大変な中にありながら１中３小、これを町は進めていこうと

しています。そういった問題に対して、なかなか志津川町内におられない教育委員の方もお

られます。わざわざ仙台からおいでになっている方もおられます。やっぱり、戸倉中学校に

密接した先生方、あと校長として在籍なさっていた先生方の任用、そういったものも町とし

ては考えるべきと思います。なかなか、地域住民の話を聞くとなかなか私たちの意が行政に

は伝わっていないんだと。何とか、もっともっとそういった話し合う場をつくってほしいと

そういった言葉を聞くのですが、なかなかその辺が実施されていない。 

  町長のこの間の説明ですと、これからいろいろ住民にも働きかけ、ＰＴＡにも働きかけとい

うことなんですが、なかなか私は一向に戸倉地区民の民意が行政には伝わっていない、教育

委員会には伝わっていないような気がします。こういった民意をくみ上げる、町長としての

考え方、その辺ひとつお願いします。 
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○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ５名というのは、町の法律ではございません。これは、先ほど事務局長

がお話ししましたように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律、そこの中で５名とい

うふうに決まっておりますので、町で勝手に６名とか７名とかというわけにはいかないとい

うことで、ご理解いただきたいと思います。 

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。ちょっとお待ちください。教育総務課長。 

○教育総務課長（芳賀俊幸君） 戸倉地域の民意をくみ上げるということについては、今後地域

に出向いて懇談会等を開催して、その辺の意見を十分にお聞きしたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（後藤清喜君） １番千葉伸孝君。 

○１番（千葉伸孝君） 戸倉地区のまちづくり協議会、その中のリーダーとかやっぱり教育関係

の指導者のリーダーとなっている方がおられます。こういった方を積極的に町で使って、今

後の戸倉地区の小学校、中学校のあり方をもっともっと深く、隅々の地区民、隅々のＰＴＡ

の会員に向けてもっともっとできれば発信して、懇談会、説明会、そういった一緒になって

考える場をもっともっとつくっていただいて、何とか子供たちのこの厳しい環境からの救い

の手を私は伸べてやるべきだと思います。そういった中で、教育委員の存在は大きいと思い

ますので、その辺今後ともひとつよろしくお願いします。 

○議長（後藤清喜君） ほかに。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（後藤清喜君） ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（後藤清喜君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これから議案第86号教育委員会委員の任命についてを採決いたします。この採決は、無記名

投票で行います。 

  議場の出入り口を閉めます。 

     〔議場閉鎖〕 

○議長（後藤清喜君） ただいまの出席議員は14人です。 

  次に立会人を指名いたします。会議規則第32条第２項の規定により、立会人に、及川 均君

及び鈴木春光君を指名いたします。 
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  投票用紙を配ります。 

  念のため申し上げます。本案に賛成の方は賛成と、反対の方は反対と記載願います。なお、

賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は否とみなします。 

  投票は単記無記名です。 

     〔投票用紙配付〕 

○議長（後藤清喜君） 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（後藤清喜君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

     〔投票箱点検〕 

○議長（後藤清喜君） 異状なしと認めます。 

  ただいまから投票を行います。 

  事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順番に投票願います。 

     〔点呼〕 

     〔投票〕 

○議長（後藤清喜君） 投票漏れはありませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（後藤清喜君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  開票を行います。及川 均君及び鈴木春光君、開票の立ち会いをお願いいたします。 

     〔開票〕 

○議長（後藤清喜君） 開票の結果を報告します。 

     投票総数１４票のうち 

      有効投票１４票 

      無効投票 ０票です。 

     有効投票のうち 

      賛成１４票 

      反対 ０票です。 

  以上のとおり、賛成が多数です。 

  よって、本案は原案のとおり可決されました。 



 ２０７ 

  議場の出入り口を開きます。 

     〔議場開鎖〕 

○議長（後藤清喜君） 佐藤教育長が着席いたしました。 

  佐藤教育長に申し上げます。 

  ただいま上程されました議案第86号教育委員会委員の任命については、可決されましたので

告知いたします。 

                                            

     日程第６ 議案第８７号 人権擁護委員の候補者の推薦について 

○議長（後藤清喜君） 日程第６、議案第87号人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題とい

たします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。局長。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第87号人権擁護委員の候補者の推薦につい

てをご説明申し上げます。 

  本案は、現在の人権擁護委員の任期が本年12月31日をもって満了することから、その後任の

委員の候補者として、本町志津川字小森109番地にお住まいの佐藤道男氏を人権擁護委員の候

補者として推薦することについてご意見を賜りたく、提案するものであります。 

  同氏は、平成22年９月まで南三陸町職員として38年の長きにわたり在職し、志津川町社会福

祉協議会事務局長、南三陸町保健福祉課長補佐等の職を歴任され、現在は社会福祉法人宮城

県社会福祉協議会の生活支援員として活躍されております。卓越した識見を有している方で

あり、人権問題にも明るく適任と思われますので、人権擁護委員の候補者として推薦するこ

とにご意見を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（後藤清喜君） ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（後藤清喜君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 
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  これより議案第87号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

日程第７ 議案第８８号 平成２４年度南三陸町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（後藤清喜君） 日程第７、議案第88号平成24年度南三陸町一般会計補正予算を議題とい

たします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。事務局。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第88号平成24年度南三陸町一般会計補正予

算の概要についてご説明を申し上げます。 

  今補正につきましては、東日本大震災に係る災害復旧費を根拠として交付される震災復興特

別交付税や、東日本大震災復興交付金の第３次申請に係る効果促進事業一括配分額を補正計

上したほか、震災等緊急雇用対応事業、生活路線の維持修繕事業など緊急性、特殊性のある

事業について追加の措置を講じたものであります。 

  細部につきましては財政担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明を求めます。総務課長。 

○総務課長（佐藤德憲君） それでは、補正予算の細部説明をさせていただきますけれども、た

だいま朗読しました２ページでございますが、今回46億9,000万円という補正でございまして、

その総額が605億2,000万円と、超、これまでかつて経験したことのない大型予算でございま

す。600億円ということになりますと、例年の南三陸町の普通予算の7.5倍から８倍に匹敵す

る予算総額でございます。 

  それでは、今回の46億の補正予算の内容につきまして、９ページ、10ページから説明をさせ

ていただきたいと思います。 

  ９ページ、10ページ、歳入でございますけれども、今回交付税で21億6,300万円の補正でご

ざいますが、その中で普通交付税でございますけれども、今回本年度の額が確定をいたしま
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して、前年度とほぼ同額でございますが、予算に対しまして３億3,000万円ほど減額になって

ございます。 

  それから、今回の主な補正の財源でございますが、震災復興特別交付税ということで25億円

交付されてございます。それから、災害復旧分は補助裏分とその他自治法派遣の職員等でご

ざいますが、こういったことで25億円の震災復興特別交付税が今回の補正予算の主なもので

ございます。 

  それから、中段の国庫補助金でございますが、東日本大震災復興交付金ということで11億

1,200万円でございますけれども、第３次の申請に係ります効果促進事業分等を一括配分いた

だきました。これにつきましては、全額復興交付金のほうへ積み立てを予定してございます。 

  それから、その下の災害廃棄物処理事業補助金、いわゆる瓦れき処理の補助金でございます

が、今回、後で歳出で申し上げますが、約15億円の補正を組んでございます。そのうちの

90％が、国庫補助金として13億7,000万円ほど歳入として入ってまいります。 

  それから、県支出金でございますが、商工費補助金で5,140万円。二つの事業でございます

が、従来の緊急雇用関係で3,200万円、それから生涯現役・全員参加等の、これも補正でござ

いますが1,900万円ということで、これらの内容につきましては後で歳出で申し上げたいと思

います。 

  それから、その下段の災害廃棄物、先ほどの瓦れき処理の５％が県補助金として交付されま

す。7,644万円でございます。 

  それから、社会教育費補助金として1,550万円。説明にありますように、国宝重要文化財等

保存整備補助金ということで、具体的には歌津魚竜の産地災害復旧補助金ということで、事

業費2,000万円に対して70％、国県から交付される予定でございます。 

  10ページでございますが、上段の水産業費委託金588万円でございますが、自然環境活用セ

ンターの標本あるいは画像の収集整理に当たって、県のほうから委託事業として交付される

ということで計上してございます。 

  それから、不動産売払収入で樹木売払収入でございますが、さきの議案84号、85号で可決を

いただきました間伐収入に係る収入でございます。 

  次のページ、11ページ、12ページでございますが、11ページの震災復興基金繰入金というこ

とで、取り崩しでございますけれども、これは町の基金でございます。2,460万円でございま

すが、後で歳出で申し上げますけれども、消防施設費、消防団のヘルメットとかあるいはま

た小型ポンプ等の整備費に充当するために基金を取り崩してございます。 
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  それから、地域復興基金繰入金ということで、これは県の基金の取り崩しでございますけれ

ども、主にソフト事業に活用したいと。具体的には、地域振興費に計上してございますが、

そちらのほうに290万円ほど充当いたします。 

  それから、財調でございますけれども、前の補正予算で町独自の支援事業の財源として３億

円取り崩す予定でございましたが、今回これらについては震災復興基金にその財源を変更し

たいということで、また戻したいということでございます。 

  それから、雑入で総務費雑入8,970万円でございますが、東日本大震災復興宝くじ市町村交

付金ということで、財団法人の宮城県市町村振興協会より宝くじの売上金の一部として交付

されるものでございます。 

  それから、農林水産業費ということで3,700万円でございますが、これにつきましては、こ

れも歳出で申し上げますけれども、ヤマト財団より交付されるものでございまして、具体的

には志津川漁協の船舶給油施設、それから歌津支所の密漁監視船等に充当させていただきた

いということの内容でございます。 

  それから、７款の災害復旧費雑入ということで1,250万円でございますが、災害回収鉄類売

払収入ということで、本年度の災害廃棄物の鉄関係の収入を見込み計上してございます。な

お、７月までの収入済み額が約400万円でございます。 

  続いて、歳出でございますが、今回任期つきの職員等も含めまして派遣職員も含めた形での

人件費等を計上してございます。一般管理費の給料1,662万円でございますが、町の任期つき

職員10名分の６カ月分を計上してございます。 

  それから、旅費で普通旅費と特別旅費ということで、それぞれ計上させていただきました。

普通旅費につきましては、現在27の自治体からおいでいただいてございますが、来年度以降

の継続要請も含めてこれまでも数カ所行ってまいりましたが、今後応援の自治体に要請活動

に訪問したいということで計上させていただいております。 

  それから、特別旅費でございますが、派遣職員の赴任旅費ということで、今回新しく来る方

が35名分、９月で帰る方もおりますので帰る分11名ということで、46名分の赴任旅費を計上

してございます。 

  それから、13ページ、14ページでございます。 

  14ページの使用料でございますが、記載のように職員宿舎借り上げ料ということで、新しく

まいります方々35名分の６カ月分の宿舎借り上げ料を計上してございます。 

  それから、その下の災害対策長期派遣職員負担金ということで、25名分の、これも６カ月分
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の負担金等を計上させていただいております。 

  それから、町用備品で400万円でございますが、派遣職員等の増員に伴いまして机等が足り

なくなったということで、備品等を購入させていただきたいと。 

  それから、予算の財源として震災復興特別交付税が交付されまして、財調のほうに３億円積

み立てをさせていただきますし、昨年でございますが、庁舎が流失したということで、庁舎

の建設費のほかに庁舎移転費として約３億円、特例交付金として交付税で交付されておりま

すので、それを将来の役場庁舎建設基金のほうに積み立てをさせていただきたいということ

で、３億円を庁舎建設基金のほうに計上させていただきました。 

  それから、危機管理対策費でございますが、需用費から備品までございますけれども、これ

につきましては需用費については職員用のヘルメットがすべてございませんので、職員の災

害用のヘルメットを購入したいと。 

  それから、工事請負費でございますが、記載のように衛星電話の回線設置工事ということで、

衛星電話を３回線、固定電話に組み込みをしたいと。 

  それから、備品購入でございますが、衛星携帯を３台購入したいということで、これらの財

源につきましてはその他で862万円ということで記載されてございますが、震災復興基金を充

当してこれらの事業を行いたいというふうに考えてございます。 

  14ページは、特にございません。 

  15ページ、16ページでございます。 

  15ページの中段でございますが、社会福祉費で総合ケアセンター計画策定業務委託料という

ことで、保健福祉関連施設として保健センターあるいはデイサービスセンターの今後の計画

策定業務ということで、委託料を100万円計上させていただきました。 

  それから、16ページ、上段でございますが、廃棄物の処理委託料として今回補正額が15億

4,100万円でございます。このうちの国庫補助金、県補助金等は、歳入のほうで申し上げまし

た。今回、補正いたしますと、委託料の総額が185億2,400万円ほどになります。185億2,400

万円の災害廃棄物処理委託料ということになります。 

  それから、中段で、環境衛生費委託料で100万円でございますが、戸倉地区の高台移転予定

地の水質あるいは土壌検査等の今後の不足見込み額を追加させていただくと。 

  それから、19節の負担金でございますが、住宅用太陽光発電システム設置整備補助金という

ことで、具体的には太陽光発電システムに国・県でも助成ございますが、更に町としてかさ

上げをして助成したいということで、具体的には１キロワット当たり３万円。大体、標準家
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庭が４キロワットということになりますので、大体上限で12万円ということになります。そ

の50世帯分を見込み、計上させていただきました。 

  それから、17ページ、18ページでございます。 

  17ページの下段でございますが、素材生産代行委託料ということで、間伐収入等に係る委託

料を計上してございます。当初予算でもとっておりますので、補正分ということでご理解を

いただきたいと思います。 

  それから、18ページの上段で、負担金で3,700万円でございますが、先ほど歳入でも申し上

げましたヤマト財団から漁協の志津川支所、歌津支所へのトンネル補助、トンネル補助とい

うのは失礼ですけれども、補助金でございますが、志津川支所のほうでは船舶給油施設を整

備いたします。これに伴います事業費が4,620万円でございますけれども、そのうち国庫、県

から交付されますので、残りの940万円を志津川支所のほうへ交付すると。それから、歌津支

所の密漁監視装置でございますが、これにつきましては2,760万円を同額交付すると。合わせ

て3,700万円という額になります。 

  続きまして、19ページ、20ページでございますが、中段の震災等緊急雇用対策事業でそれぞ

れ3,200万円、それから８目の生涯現役で1,900万円でございますが、７目の震災緊急対応の

ほうでは新しく五つの事業を見込んでございまして、新規雇用分については19名でございま

す。それから、８目の生涯現役につきましては、新規雇用10名見込んでございます。 

  20ページの町道関係の工事請負費として2,000万円でございますが、町道の修繕工事という

ことで生活路線等の維持補修をしたいということで、今回2,000万円計上させていただきまし

た。 

  それから、非常備消防で294万円。これについては、消防団用のヘルメット約400個を購入す

る予定でございます。 

  それから、21ページ、消防防災の大きいものでございますが、工事請負費で370万円。伊里

前地区の火の見やぐらの撤去工事、それから防火水槽のフェンス約５カ所を見込んでござい

まして、合わせて370万円でございます。 

  それから、備品購入で1,500万円でございますが、小型動力ポンプということで、今回全町

で10台小型動力ポンプを更新したいということで計上させていただきました。 

  22ページ、中段の工事請負費でございますが、平成の森排水路整備工事ということで、旧ア

スリート付近が雨天時に冠水をするということで、その冠水を図るためにＵ字型の側溝を150

メーターほど整備する予定でございます。 
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  それから、22ページ、災害復旧費の社会教育費の復旧でございますが、今回2,000万円追加

をさせていただきました。歳入でも申し上げましたが、化石のアクリル板による風雨等から

の保護あるいは法面へのネット等の復旧工事、それからメッセージ機器の設置工事を予定し

てございます。 

  それから、23ページ、中段でございますが、基金積立金で11億1,200万円、復興交付金基金

ということで、第３次申請で交付されました効果促進事業に係るものをこちらのほうに積み

立てさせていただきたいということでございます。 

  それから、地域復興費で仙台８９ＥＲＳのバスケットボール負担金ということで、来年の３

月23日、24日、公式戦がベイサイドアリーナで開催されます。その会場設営費等の経費等に

ついて、負担金として計上させていただきました。 

  それから、震災復興基金に10億円積み立てをさせていただきたいと思います。今回、震災復

興特別交付税の算定の一部となっています災害復旧費の相当額でございますが、今後の独自

支援等の財源としたいということで、10億円積み立てるものでございます。なお、これにつ

きましては、今後の災害復旧費の精査によりまして金額等に変動の可能性がありますことを

申し添えさせていただきたいと思います。 

  以上で細部説明を終わらせていただきます。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。 

  質疑は歳入歳出一括で行います。なお、質疑に際しましては、ページ数をお示しの上簡潔に

行ってください。それでは質疑に入ります。11番及川 均君。 

○11番（及川 均君） 11番です。２点ほどお伺いいたします。 

  ９ページ、歳入でありますけれども、この各種の県の補助金ということでさまざま入ってき

ておるようでございますが、現場ではなかなか県からお金が出てこないというようなことで、

事業が停滞しているようなところがあるというふうに聞いております。県からのお金という

のはどのような流れで入ってくるのか、その辺のところを。 

  具体的に申し上げますと、漁協の事業の中で６分の１事業というのがありまして、６分の１

県の補助のかさ上げがあって、ところがこれが全く県からお金が来ないということで事業が

全く停滞して、漁民の皆さんが大いに困っている、漁船ができないというような話がござい

ますが、その金の流れといいますか、申請をして一体幾らぐらいで、何カ月ぐらいでどのよ

うに金が流れてきて、業者のほうにわたるのか。船をつくってもお金が全く県から来ないか

ら、とてもじゃないが飯が食えないから船をつくれませんという業者が多数ある。船外機を
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売ることができませんというような事態になっておるようです、今現場は。その金の流れで

すね、その辺が町でどのようなことで関与して、流れになっておるのか。申請して県にやっ

ても、漁協さんのほうに行きますと申請中だの一点張りで、全く金が来ないという流れにあ

ります。金が来ないから、とてもじゃないが申請して船をつくって受け取り渡しをして、６

カ月以上たってもまだお金が来ないんだそうです、県から。それで、業者はとてもそんなこ

とをしていては飯が食えないから、お金のもらえる仕事だけやりますというような事態に陥

っているようですが、なぜそういうことになるのか、その辺のところをわかりましたらご説

明願います。 

  それから、第２点は、役場庁舎建設基金であります。これは、先ほどの説明よりますと移転

費として３億円をいただいて、それを積み立てしたということでありますけれども、建設の

お金というのは今度の震災で何かいい事業の対象になるのかならないのか。もともと、この

庁舎建設というのは余り補助事業のない事業で、独自の建設を迫られるような事業でしたか

ら、これが今回の震災でどさくさ紛れといえば言葉は悪いんですけれども、それらの有利な

事業があるのかどうか、その辺の説明を願います。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤 通君） お尋ねのその漁協の船の関係ですね、これは町を経由しており

ませんで、県漁協そのものに直接入っているかと思います。それで、町を経由しておりませ

んで、県漁協そのものも自分のところで、今回船だとかそれらの施設を持つのに県漁協が独

自でもって漁業者に貸し付けるという方法をとりますと、自己資本比率の関係がありますの

で、県漁協の中で北部、中部、南部それぞれに今度は施設保有漁協というのを組織していた

だきまして、そちらのほうで船だとかそういう施設をつくると。そして、漁業者に貸し付け

るというそういう方法をとっておるようでして、ですからその辺で施設保有漁協そのものと

いうのは、自分の資産というのは持っておらないんですよね。それらの補助金というか、県

漁協で出す補助金を財源として施設をつくったり購入したりするということなもんですから、

それらのところが滞っているんではなかろうかと思いますし、そういう先ほど議員がお話し

されたようなことは私どものほうにも相談されますけれども、私が今申し上げましたような

そういう流れでありまして、町が絡んでいるのではなくて、県漁協からのその施設保有漁協

がそれを直接やっているということなんですが、これが全国的に、特に漁船に関しましては

造船場そのものが不足しておるもんですから、船の建造というのはでき合いの型のものであ

ればある程度来るんですけれども、独自で設計したりそういう型を新しくつくる部分に関し
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ましてはかなり時間がかかっているというのが、私のほうで受けている情報のようでござい

ます。 

○議長（後藤清喜君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤德憲君） 今後の役場庁舎を建設する場合の財源等についてご質問ございまし

たが、多分７月だったと思いますけれども、総務大臣が談話を発表したんです。それで、そ

の内容は、もちろんこれまではそういう役場の建設に対しては補助金というのがなかったん

ですが、今回の震災で13の市町だったと思いますが、庁舎が全壊したところと移転を余儀な

くされたところと。そういうところに、そういった従来の補助では大変だろうということで、

震災復興特別交付税で措置をしたいという談話が載ってございました。まだ、その詳細につ

いてはそういう内容は来ていないんですが、大臣がそういった形で記者会見で述べたという

ことについては、そういった新しく庁舎を建設する場合の財源として担保されたのではない

かというふうに思っています。 

  ただ、基準面積とか基準単価のそういった縛りがございますので、かかった費用すべてでは

ないと思いますが、職員数なり人口なりそういった規模に応じて、基準面積等については震

災復興特別交付税で措置をしたいという談話がございます。 

  いずれ、詳細な制度については追って通知が来るかと思いますが、今回の震災でそういう従

来までなかった庁舎建設については、ある一定のそういう財源的なものについては措置され

るというふうに、今のところ理解をしてございます。 

○議長（後藤清喜君） 11番及川 均君。 

○11番（及川 均君） 漁船のほうなんですが、確かにシステムはそういうふうになって、施設

保有漁業のほうも最近立ち上がったばかりですから、なかなかきっとうまく機能しておらな

いのかなと思うんですが、それにつけても余りにも遅いんですね。 

  例を挙げますと、私２月に漁船をつくりました。船外機が50馬力で100万円なんだそうです。

それを船外機屋さんから買いました、100万円。50万円の船のほうは、北海道からもらってき

た船だということで、それを譲られたので修理をして乗るということで、ワカメがせっぱ詰

まっていましたから、造船場は機能していないし、私はその船を持ったわけですよね。総計

150万円でした、船が。ところが、６月になっても音沙汰ない、８月になっても音沙汰がない、

お盆になる。昔は盆づめといって清算する時期なもんですから、私漁協に行きまして、そし

てどういうことでこんなに遅れるんですかと、２月に申請した船の補助金がまだ来ないと、

とても肩身が狭くて、その船外機屋さんの前を通られないとこう言ったんですね。そうした
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ら、今申請しているんですとこう言うんですね。申請して、まだお金が来ないんですという

んです。 

  私だけではないんですね、その辺が。組合全体が６カ月も８カ月も遅れているわけですよ。

お金が来ないということで。船を新造して160万円の船を渡したのに、お金が全く入ってこな

いという現実なんですね。大工さんはこんな小馬鹿くさいことやっていられない、漁協の仕

事をやっていたのでは飯が食えないから、とても個人的な取引でもってお金のもらえる人の

船をつくりますということで、今、浜では来月からアワビの開口になりますよね、11月から。

船がないとパニック状態が起きている。造船場さんに確かに契約をして頼んだんですね。だ

から、アワビまでには間に合わせますよという約束のもとにアワビの船を頼んだのに、それ

があと１カ月になってもまだまだその船が全くおりてこない。造船場さんに行って話をした

ら、お金にならないからとてもおれ、やっていられないんだよねとこう言うんですよね。そ

のことによって、船がなくて、今度は漁師さんは開口したってアワビをとりに行かれないと

言うんですね。そうですよね。１艘の船を買って150万円のお金が来ないんですから、その金

が機械屋さんに100万円入るわけですよ。船外機一つ売って100万円売って、皆さんに船外機

を売ったら、俺、近隣にぼわれってばとこう言うんですね、機械屋さんは。売らないほうが

いいですという状況になってしまっている。今、陥っているんですね。 

  その最大原因はどこやということなんですけれども、漁協さんに行くととにかく補助が来な

いから、来ないからの一点張り。申請はしているんだけれども、来ないんですと言うんです。

だから、その辺のところを行政指導というのができないものかどうかと。おらほで関係ない

ではなく、課長ね、その辺のところも行政から指導して、そしてできるだけそれが早く円滑

に、町の復興事業が回るような行政指導というものも必要だなと思うんですけれども、滞っ

ている部門をそういうふうに改める姿勢、指導というのが必要と思うんですが、その辺のと

ころはいかが考えますかね。 

  それから、庁舎の建設ですね。今、総務課長のお話を聞いて大分ほっとしたというところが

現実なんですが、我が町としてはそれでも元手もなくしてやれるわけでもないと思いますの

で、交付基金、これを我が町としてどの程度に積み立てていく予定なのか。その考え方があ

るのかどうか。元手になる基金がなければ何ともならないのかなとも思いますので、その辺

のところをお聞かせください。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤 通君） その漁協のほうの作業がなかなか進まないということで、議員
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がいらいらされるのは当然だと思いますし、実は私どものほうも早くできないのかというこ

とは再三にわたって言ってはおるんですが、なかなかこれが各漁協の支所のほうでそれがで

きるという状態ではなくて、今お話を聞きますと議員の場合は船を独自に購入されたようで

すけれども、今回の国からの補助の仕方は、各県漁協のほうに船だったら船の購入資金の３

分の２を国が補助しまして、残り３分の１の半分を県がかさ上げすると、県漁協のほうにか

さ上げすると。県漁協がその船を購入しまして、残り６分の１の部分はそれを漁協の組合員

の方に使っていただいて、５年間だったら５年間でその使用料をもらうという、そういうよ

うなやり方というのが県漁協のほうのやり方なそうですが、今議員が県漁協を通じての補助

の仕方ではなかったんでしょうけれども、それを県漁協のほうに申請しているということな

んでしょうけれども、その事務が滞っているというかなかなか進まないということのようで

すが、これ、実は議員が所属している支所の分だけではなくて、全県的にそのようなんです。 

  早くしてくれというのは、組合の方々もちろんですし、実は私どものほうでも県がかさ上げ

して６分の１になりますし、それから私どものほうでいわゆるヤマト福祉財団のほうからい

ただいている助成金を、それを二つの支所のほうに船の購入代金として補助する予定でおる

んですが、なかなかそれも進まないようでして、全体で何隻船を購入して、少しずつは来て

いるようですけれども、その経理状況がどうなっているのか支所のほうに聞いても、なかな

かそれがらちがあかないようでして、はっきり言いますと支所のほうでその事務をとってい

るのではなくて、支所のほうの職員を、ある人数を本所のほうへ引き抜いて、そちらのほう

で事務をとっているようなんですね。ですから、なかなかそれを支所のほうに聞いてもすぐ

に答えが返ってこないんですけれども、それは私どものほうを初め、各漁業者のほうも支所

のほうに相談しながら本所の状況を聞くという、そういうような状況しか今のところないよ

うですので、それは私どものほうでもさっき申しましたような事情もありますので、それは

支所のほうを通じながら本所のほうに早いところそれをやってくれと、そういうような指導

というか、そういうような行動をとっておりますし、今後もそれを続けていかざるを得ない

んだろうなと考えております。 

○議長（後藤清喜君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤德憲君） 先ほども申し上げたんですが、恐らく震災復興特別交付税でもいわ

ゆる補助単価、あるいはまた人口あるいは職員数に応じての面積、そういったものが多分決

められると思いますので、相当の額のいわゆる自主財源が必要になるのではないかというふ

うに考えています。 
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  去年、公共施設の見舞金として１億7,000万円いただきました。これは、庁舎建設基金に積

んでおりますし、今回３億円を積み立てますと４億8,000万円、約５億円でございますので、

まだ規模がはっきりしない段階で５億円で十分かといわれますと、それもちょっとわからな

いんですが、いずれ庁舎のそういった今後検討していく中で、そういった面積あるいは額等

が決まってまいると思いますので、それに合わせてもし足りなければ何年間で積み立てると

いった方法はとらなければならないかなというふうに思っています。 

○議長（後藤清喜君） 11番及川 均君。 

○11番（及川 均君） 震災復興で、早く原状に復さなければならないということで、大工さん

たちが寝ないで稼いでも稼ぎきれないというような状況で進んでいるなら好ましい姿なんで

すが、現状は全くそれとは反対の方向であって、商売にならないような事態になってしまっ

たという、ゆゆしき事態だなと私は捉えておるわけですね。漁業者個人も困っているし、つ

くる大工さん、それから関連の方々がみんな困っている。地域自体が、その事業がとまった

状態にあるわけですから、本当にこれは困った事態なんですが、どこに責任があるのかとい

われても、課長、今語るとおりどこを責めるわけにもいかないんだそうですが、我々にもど

こに当たったらいいんだかというようなことも漁師さんたちも困っておるんですが、そうし

た実態もあるということを正確に把握して、できるだけ一苦労していただきたいなと思うん

ですが、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、庁舎のほうですね。これは、これまでは病院とかこういうものを給付金だ、どう

なんだと震災のおかげさまといいますか、そういうようなことで手金なくてもというような、

元金なくてもやれたというようなことですが、多分に今後はそれなりの施設をつくるという

ことになりますと、やはり自前の負担というものも当然出てくるんだろうなということも考

えられますので、心置きなくそういう準備をして、事態なくこの庁舎は建設しなければなら

ないなと思いますので、その辺の努力を願いたいと思います。終わります。 

○議長（後藤清喜君） ここで暫時休憩をいたします。再開は11時20分といたします。 

     午前１１時０２分  休憩 

                                            

     午前１１時２０分  開議 

○議長（後藤清喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ５番山内昇一君。 

○５番（山内昇一君） 山内です。 
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  ９ページですか。 

  ９ページの第４節の県支出のところ、８項。14款の８項の４節社会教育補助金というところ

の国宝の重要文化財という補助金のところで、ちょっとお願いしたいと思います。 

  これは、先ほどの説明では、歌津の魚竜館ですか、そういったやつの修復といったことをご

説明していたようですが、ほかの22ページ、23ページにも関連したといいますか、そういっ

た内容の補助金導入がされております。今回、これはどの程度修復といいますか、復元する

のか、そういったちょっとした内容をお願いしたいと思います。 

  それから、16ページ。 

  16ページの衛生費で、住宅用太陽光発電システムというのがされておりますが、今回総計50

世帯ですか、１キロワット３万円の補助金だと先ほど説明ありました。今回、初めて早速導

入するということで大変いいことなんですが、初めての導入なので町民の方々も対応にはち

ょっと、いいことはわかっていてもすぐ導入するには、いわゆる知識といいますか、そうい

ったこともまだはっきりわかっていないと思いますし、さらに総工費といいますか、フルシ

ステムで導入した場合、どういったことの工事とかそういった経費がかかるのか、その辺も

わからないと思いますので、その辺、１世帯のモデル地区というかモデル住宅でどの程度の

諸経費、工事費がかかるのか、その辺ちょっとお願いしたいと思います。 

  最後に、消防のほうが、21ページの上段ですか。消防費、１目の消防費のことで書いてあり

ます。いろんな諸経費の整備といいますか、消防の備品等の整備だと思いますので、この辺

もうちょっと詳しくお願いしたいと思います。 

○議長（後藤清喜君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（及川庄弥君） 22ページの社会教育施設の復旧については、魚竜館ではなく、

歌津館浜の館崎で魚竜産出地の復旧事業となります。魚竜の産出地、歌津字館浜の館崎とい

うのですね。産出地とその魚竜化石の災害復旧事業等というふうなことでございます。それ

で、工事の中身につきましては、先ほども話したような形で、魚竜化石そのものを強化プラ

スチックで今まで覆っていたんですが、それも一部壊れたり、あとその上の部分に崩れかけ

ないようにネットで保護していた部分があるんですが、それも崩れているというふうなこと

と、あとは盗掘防止用のメッセージとか、あるいはそこの魚竜化石に行かないようにするた

め潮波ブロックとか、あるいは説明板が防波堤の外側にあったんですが、それが地盤沈下で

行けないような状態になったので、手前の荷揚げ場のほうに移設するというふうなもろもろ、

そういう関係の工事を大体1,000万円ぐらいで行うというふうなことで、補助残については震
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災特別交付税で交付になるということで、全額そういう形でカバーになるというふうなもの

でございます。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） 住宅用の太陽光発電システムの補助事業の関係でございますが、

今回新たに補助制度を創設するということでございまして、補助金交付要綱を制定いたしま

して10月１日から施行したいというふうに考えております。それで、ＰＲにつきましては、

ホームページあるいは広報等で住民の方々への周知を図っていきたいというふうに考えてお

ります。 

  それで、この補助金額でございますが、４キロワットの設備を設置した場合、上限で町の補

助金が12万円ということでございまして、これは国・県にも同様の補助制度ございまして、

同じこのシステムを設置した場合には国・県からもそれぞれ補助がございまして、合計で32

万円の補助金が受けられるということになります。それで、この４キロワットの設備ですが、

一般的に１キロワット当たり約50万円程度の設置工事費がかかるということで、約200万円ぐ

らいの工事費がかかるものと想定しております。したがいまして、その補助金を差し引きし

ますと、約168万円ぐらいの自己負担額が発生すると。 

  ただ、今回のこの補助制度でございますが、売電のほうですね。要するに、余剰電力の売電、

これもあわせて考慮することになりますので、その売電での収益部分というのが当然コスト

から毎年度差し引きされていくような形になります。 

○議長（後藤清喜君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（佐々木三郎君） それでは、予算書の21ページでございます。消防費の備品購

入費の内訳はというご質問でございます。 

  今回、1,500万円計上してございますけれども、消防団に配備をしてございます小型ポンプ

につきまして、経年劣化が見られることから10台を更新するという内容でございます。以上

でございます。 

○議長（後藤清喜君） ５番山内昇一君。 

○５番（山内昇一君） 最初の、私、魚竜館と申しましたが、魚竜館ではなく化石の修復工事が

主だということで、一般質問等ではちょっと魚竜館のほうは別移動して、離れた場所に設置

するようなお話しをしているような話でした。それで、この化石というのは、今回災害で大

震災でも残ったわけなんですが、一度こういうのはなくなればそれで終わりなんですが、幸

いにも残ったということで、保護は今後も徹底して行わなければならないと思います。 
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  それで、今回の修復工事で、いわゆるすぐに見学者が安全に見学できるのかなと、その辺も

ちょっとお尋ねしたいと思いますが、その辺についてちょっとお願いします。そして、また

恐らくこれで工事は終わりでなく、次年度あるいはその後も引き続き必要かなと思いますの

で、その辺もお願いしたいと思います。 

  それから、太陽光ですが、ホームページ等で周知するというお話しでした。かなり、この工

事費は他のメーカーなんかでも、私もチラシ等も見ていますが、確かに200万円前後かかりま

す。そういった工事の中で、これだけの県と国からの補助32万円というのは非常に大きいと

思います。これによって、地域の方が売電とはいわなくても、いわゆるエネルギーの地産地

消といいますか、自分のうちで賄える、あるいは非常時にはそういったことで利用できると

いうことであれば不安も少なくなって、南三陸町でこういうことをするということについて

は、仮設にいる方々も大変希望が湧いてくるものと思いますので、これも単年度で終わるの

か、次年度、３年度、復興時期で何年ぐらいやってもらえるのか、その辺もしおわかりでし

たらお願いしたいと思います。 

  それから、消防の装備ということで、10台購入するというお話しでした。細かい、いわゆる

ヘルメットから初め、先ほどもお話しありましたが、そういった装備というのは今回でかな

り消耗あるいは紛失、あるいは破損といいますか、そういったこともあると思います。隊員

の装備についても大切だと思いますので、もう少しその辺お願いしたいと思います。 

○議長（後藤清喜君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（及川庄弥君） その災害復旧する館崎の産地、あるいは魚竜化石につきまして

は、工事が終われば荷揚げ場の方に説明板といいますか、それとかあと入り口の石柱とかが

できるので、それは今、若干満潮すると行けないような状態にもなりますけれども、潮時を

見ていけば見られるというふうなことでございます。 

  若干、魚竜館含めてその辺の扱いについては、震災でも魚竜館の２階に魚竜化石とかがあっ

たんですが、幸いほとんどいいやつといいますか、大きな化石とか世界の魚竜化石がほとん

ど残りまして、東北大のレスキューで救出されまして、現在はその一番いいやつといいます

か、４メーター４メートルのイタリアの魚竜化石とか、３メーター３メートルのドイツの魚

竜化石なんかは、仙台市の科学館のほうにずっと展示してもらって、仙台の方々を含めて多

くの方々に見てもらっております。 

  それから、細かいのいろいろ、東北大のほうの博物館のほうに保管をしていただいておりま

す。いずれは、世界最古の魚竜化石というふうなことなのでいろいろ注目されていますし、
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この８月、９月にもボン大学とかあるいは東京大学のほうから調査に来たり何かしています

ので、そういう意味でそれら含めて里帰りといいますか、そういう魚竜を確保できるような

博物館的なものをいずれ設置しなければならないなとは思いますが、その辺復興計画の絡み

もありますので、今までのような複合施設にするのか、博物館とあるいは直売所みたいなの

を分けるとか、今後その辺は議論を重ねて、どういう形で再建するかということは検討しな

ければならないなというふうに思っております。以上です。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） この太陽光発電システムでございますが、この補助事業の趣旨

といたしまして、自然エネルギーの利用促進によりまして地球温暖化対策を推進するという

こともございます。国・県のこの補助事業の動向を見ながら、今後につきましても継続して

いきたいというふうに考えております。 

○議長（後藤清喜君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（佐々木三郎君） 装備の関係でございますけれども、平成24年度当初におきま

して、復興交付金を活用しながら制服、帽子、長靴等の整備を行ってまいりました。 

  今回、予算補正計上してございますのが、平成23年度の宝くじの交付金でございます。こち

らのほうで、ヘルメットもしくはポンプ車両等を整備しながら、逐次交付金等を活用しなが

ら整備をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（後藤清喜君） ５番山内昇一君。 

○５番（山内昇一君） 魚竜化石のことなんですが、全部一気にやるということはもちろん難し

いんであって、とりあえず保存活動といいますか、保存のための整備は必要かなと思います。

それで、希望の見学者に安全にちょっと見せられる程度で、今後復興が進めば随時そういっ

た複合施設を初め整備されていくものと思いますので、その辺余り急がなくても、町民の高

台移転のほうが優先されるんでしょうから、そういったことをまず進めながら。ただ、文化

財も大切なものですので、世界に一つしかないものが南三陸町にあるわけですから、そうい

ったものの保存活動についても今後やっていただきたいなと思います。 

  それから、２番のその太陽光発電ですが、いわゆる再生可能エネルギーですね、その中の一

つです。今後、この町の特徴として、私も一般質問でいろいろ質問しましたが、やっぱりこ

の町にほかの町にないような新しい町の構想といいますか、そういったことの中に太陽光と

か、あるいはバイオマスエネルギーといったものの導入が必要だと思いますので、ぜひその

辺も取り組んでいただきたいなと思います。 
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  最後に、いわゆる消防の施設ですが、宝くじ基金でそういったものが整備されるということ

は大変いいことです。今回、津波で消防団員の方々には身を決していろいろ活動していただ

きました。そういった中で、装備が不備なことであれば、また活動に支障が出るといったこ

との中で、やはりこれらも随時進めていかなければならないと思いますので、予算を優先し

てこういったものの取り組みを進めていってもらいたいなと思いますので。 

  消防自動車10台と言いましたが、そのほかに自動車としては、あるいは消防署のいわゆる施

設ですか、そういったもので何が不足なのかちょっと、もしあればお願いしたいと思います。 

○議長（後藤清喜君） 危機管理課長。 

○危機管理課長（佐々木三郎君） 現在、消防車両等も流失した経緯がございます。その中で、

車庫等が流失しております。これは、車庫がないと冬期間の消防活動に支障を来すというふ

うなことで、今年度仮設の車庫等を計画してございます。今年度後半になりますけれども、

そういったものも整備しながら、逐次整備をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

○議長（後藤清喜君） ほかに。３番佐藤宣明君。 

○３番（佐藤宣明君） ３番でございます。 

  16ページの災害救助費の13節委託料でございますが、いわゆる災害廃棄物の処理委託料とい

うことで、総務課長の説明によりますと、これで185億何がしの総額になると。これでリミッ

トというか、総事業費の形になるんでしょうか。 

  それから、15日に火入れ式が行われたということでございまして、今後その廃棄物の処理は

大きく前進していくものというふうに思っております。それで、新聞報道もあるわけでござ

いますけれども、現在の我が町の廃棄物の総量的なものについてお伺いしたいんですが、報

道によれば我が町の震災廃棄物は37万トンであると。そして、これまで随所にお願いして処

理したのが９万トンであると。なお、県受託分の廃棄物５万4,600トンを来年８月までに処理

すると。いわゆるこの差額が約22万トン以上の形になるわけでございますが、この内容をど

ういうふうに整理すればいいのか。ちょっと私も認識不足でございますので、ちょっと概略

的なことを教えてください。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） まず、震災廃棄物の処理、総事業費ということでございますが、

先ほど総務課長が申し上げたとおりでございます。県への委託事業分、それから町での単独

事業分ということで計上したものでして、今回補正で追加をお願いしていますのは、これは

主に町単独の事業分として、これは平成24年度の当初予算要求の段階ではまだ事業の内容が
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確定してございませんで、暫定的な町単の事業費予算を要求してございました。今回、塩害

木の処理であるとか、あるいは海中瓦れきの処理とか、いろいろ今年度になりまして町で今

後実施していかなければならない事業というものが明らかになってまいりまして、それに係

る事業費を今回計上させていただいたと。 

  ちなみに、内容をもうちょっと詳しく申し上げますと、町単の事業費で今回約25億円が追加

になると、逆に県の事業費分として約10億円が減額になると、差し引きで15億円の増額補正

と、そういった事業費の内容でございます。 

  それから、廃棄物の総量ということでございますが、この総量につきましては環境省あるい

は宮城県、それからそれぞれの自治体で当然把握に努めておるところではありますけれども、

それぞれ把握のタイミングとか、把握する種類ごとになかなか完全に一致するという形が今

とれていない状況でございまして、今回この、今おっしゃいました37万トン、これも実際、

当初からいいますと約60万トンが、それが50万トンに減った。また、それをさらに精査をし

たらこれぐらいの数量になってきた。さらに、今度はそれぞれの事業が進むにしたがいまし

て、その数量というものもさらに明らかになってくるというところでございまして、今現在

はここで出ている数字、これを一つの目途として事業のほうは進めてまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（後藤清喜君） ３番佐藤宣明君。 

○３番（佐藤宣明君） 塩害木も含むということなんですが、それから現在ＲＣ建物が改築撤去

されておりますが、そういう部分も含んでおるのか。あるいは、例えば病院とか松原住宅、

現場で粉砕しまして、今細かくなって重ねられておるということでございます。それで、そ

ういうものの活用がどうなのか、そういうものも含んでいわゆる37万トンという数字なのか。

あるいは、今後出てまいります基礎撤去ですね、いわゆる民家の基礎撤去、そういうものを

含んでおるのかどうか、その内容をお伺いいたします。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） まず、ＲＣ建物等の解体でございますが、県に委託して行って

おります事業の中で、公共施設を中心とした大規模なＲＣ建造物36棟が、その県の事業の対

象に含まれております。したがいまして、今おっしゃった病院であるとか町営住宅につきま

しては、その県の事業の中で実施されております。 

  その廃棄物に含まれる量につきましては、当然そういったコンクリートあるいは今後解体を

予定しております基礎の解体、それらも含んだ数量となります。あとは、今、県の事業で、
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解体した現場でさらにコンクリートを破砕して、今後の再利用に向けて、今、保管している

状況でございます。それらの再利用につきましては、今後担当課のほうとも協議した中で、

有効に活用してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（後藤清喜君） ３番佐藤宣明君。 

○３番（佐藤宣明君） 一つ忘れていたんですが、その基礎の撤去のいわゆる委託というか発注

というか、そういうものはどういうふうな方向づけをしておるのか。 

  それから、私の自宅もそうだったんですが、よく相談されるのが、基礎とともに庭石ですね、

石が残っているんですよね、自宅の基礎付近に。転げてそっちのほうに行った部分はわかり

ませんが、明らかに我が家の分だというふうにわかる部分も、一つの財産にはなるんでしょ

うが、要らないのさ、今さらどこに持っていっても一緒だもの、何ともならないと、こうい

うのの処分というのは町でやってくれるんだべかというふうな相談も受けるわけなんです。

そういう形もあります。どういうふうになるか教えてください。 

○議長（後藤清喜君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、基礎撤去についてご説明を申し上げたいと思います。 

  基礎撤去の申し込みにつきましては、４月の下旬から５月いっぱいということで申し込みを

いただいているところでございます。ただ、なかなか広く行き渡っていない部分もございま

して、現在でも引き続きその申し込みは受け付けているところでございます。 

  工事につきましては、今建設業界のほうと契約をいたしまして、今月後半のほうから具体に

動いてまいる予定でございます。 

  先ほどございました庭石の撤去でございますけれども、実は私のほうもその辺苦慮をしてお

りまして、明らかに所有者がわかるものについては所収者の方とご相談をしていきたいとい

うふうに考えておりますが、ただ流されて所有者がわからない部分、これについては引き続

きちょっと町内のほうでご相談をしながら方向を決めていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（後藤清喜君） ３番佐藤宣明君。 

○３番（佐藤宣明君） 了解いたしました。そういうよくわらかない方もおるようなんですね、

その基礎撤去なんかについては、申請しなくてはならないとかですね。そういう分は、何か

機会は、あるいは広報でもいいんでしょうけれども、機会があれば今後周知徹底をしていた

だきたいなというふうに思います。終わります。 

○議長（後藤清喜君） ほかに。10番大瀧りう子君。 
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○10番（大瀧りう子君） ３点ほどお聞きいたします。 

  ９ページの14款２項のほうに、自然環境活用センターの再興事業委託基金ということで、先

ほど説明では標本とか画像映像なんかををやっていきたいとそういう説明でした。これ、活

用センターの再興ということを考えているのかなと思いながら見ておりましたので、その辺

の考え方を教えていただきたいと思います。 

  それから、15ページの社会福祉費の中で、13節総合ケアセンター計画策定委託料。これ、先

ほどの説明ですと、総合的な福祉行政をやりたいと、デイサービスなども含めてやりたいと

そういう説明でした。具体的にどういうことを計画できるのかなと。実は、なかなかデイサ

ービスがすぐできるのかなと思ったら、なかなか町内ではまだまだそういう動きがないとい

うことを、私、感じておりましたので、その辺を含めてどうなっているのかをお聞きしたい

と思います。 

  それから、前々者がちょっと質問しました衛生費の住宅太陽光の問題、これ、本当に今詳し

く聞きましたので、私もわかりました。10月１日付で施行したいとそういう話でしたが、実

はちょっともう既に建築した人たちの中からも申請をどういうふうにすればいいんだと、町

の補助対象となるのかどうか、後から申請してもいいのかどうかという話もされていますの

で、その辺どうなっているのかを教えていただきたいと思います。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤 通君） 自然環境活用センターに関しましては、復興計画の中にもうた

われておりますが、いずれは再開したいと。今後、自然環境活用センターと名前をつけるか

どうかは別にしましても、そういうのがあったほうがいいだろうということでその方向で考

えておりまして、さっき議員が質問されましたように、流されてはしまいましたけれども、

ある程度その準備段階といたしまして残っている画像だとかを一回復元したいと。それらの

事業が、宮城県のほうから委託を受けまして、それで実施したいということを考えておりま

して、その内容に関しましては歳出のほうの18ページのほうに、５目の海洋資源開発推進費

というところに、そのまま歳入の部分を接続分にしながら計上させていただいております。

以上です。 

○議長（後藤清喜君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（最知明広君） 総合ケアセンターの関係についてご説明をいたしたいと思いま

す。 

  以前に、８番議員さんのほうから一般質問でもあったと思うんですが、総合的に保健福祉分
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野のケアセンターを整備したいというようなことで今考えておりまして、例えば保健センタ

ー、それから包括支援センター、それからボランティアセンター、それから障害者の関係の

施設とかそういったものを一体的に整備したいというようなことで、今回庁舎内でそういう

プロジェクトを立ち上げまして、それを計画策定というようなことで委託をしたいというよ

うに考えております。 

  詳細については、今後詰めていきたいとそういうふうに考えております。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） 太陽光発電システムの補助でございますが、10月１日施行予定

ということで、申請につきましては基本的に事前申請の形をとりたいと考えております。そ

れぞれの住宅建設の中で、この太陽光発電システムの設置を考えていらっしゃる方は、事前

にその計画に基づいた申請をしていただきまして、その上で対象システムであるか、あるい

はその補助対象者が適正であるかその辺の審査をさせていただきまして、そこで決定をいた

します。その後に工事のほうは着工していただく、そのような手順になります。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） もう既に着工されている方につきましては、今回のこの町の補

助事業の対象にはならないということになります。 

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） 活用センターの話ですけれども、これは震災前はかなり教育的にも全

国から皆さんいらして、子供たちの教育にもなったとそういう実態を見ていますので、ぜひ

再興してほしいなという私も希望があります。今、事業委託として標本とか画像を、今これ

は残っていないと思うんですけれども、県のほうのそういう残っている部分についてやって

いくのかなと思っているんですが、その辺も含めてもう一度見通しとしてどういうふうにも

っていくのか、その辺をもう一度お願いしたいと思います。 

  それから、総合ケアセンター、これはわかりました。そうすると、新しいまちづくりの中で

そういうシステムというか、ボランティアセンターとか保健福祉センター、そういうものを

全部含めてやっていきたいと、そのための計画だということなんですね。それだったらわか

ります。ぜひ、これも進めていってほしいと思うんですが、課長、デイサービス、先ほど私

ちょっと言いましたけれども、町内のデイサービスで不自由している方たちをどういうふう

にサポートしているのか、その辺をお聞きしたいなと思います。 

  それから、この太陽光、これは非常に皆さんからもエネルギー問題、今構築されております
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し、非常に町として、町独自の支援として非常に私は評価したいと思います。残念なことに、

もう既にうちを建てた人たちがどうなんだと、もっと早くというか、私一般質問で取り上げ

たものですから、私に直接そういう問い合わせが来ていたりしていたもんですから、そうし

ますと工事前に申請しなくてはならないとそういうふうになりますね。10月以降の方ですね。

わかりました。そういうことで、本当にこれもぜひ進めていってほしいなと思います。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤 通君） 自然環境活用センターに関しましては、ただいま議員がおっし

ゃいましたように、いろいろとこれまでの教育的観点だとか、あるいは他の地域からもいろ

んな研究者等が訪れてこられましたので、私どものほうで手持ちのその資料というのはほと

んど流失してしまったんですけれども、今後その自然環境活用センターに関しましては、建

物だとかその施設に関しては復興交付金事業とかを充てながら、それらは再建しようと思う

んですが、建物だけではなくて今回の部分はいろんな方々のところに散らばっておりますそ

ういうデータとかを、ソフト事業という観点からそれらを集めながら、いずれ再開するとき

のそういうような資料にしたいと、その準備作業ということで今回やりたいと考えておりま

す。 

○議長（後藤清喜君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（最知明広君） デイサービスの関係なんですが、ご存じのとおり今回被災をい

たしまして、デイサービスのほうが不足気味というようなことには間違いはございません。 

  それで、当初予算で9,000万円というようなことで、社協のほうに新たに仮設のデイサービ

スを実施するというようなことで、その準備を今進めております。１カ所につきましては、

たしか10月１日ごろにもう入札をかけるというようなことで、準備ができております。でき

れば、今年度中に完成をさせてほしいというようなことで今お願いをしておりますので、年

度内に３カ所、戸倉、入谷、志津川に仮設のデイサービスができるというような、そういう

ようなことでお願いをしているとそういう状況でございます。 

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） 自然環境活用センター、あれについては私も非常に町としていい取り

組みをしているなと思って見ておりましたので、ぜひこれは震災復興のために、同時に立ち

上げてほしいなと思っております。 

  それから、デイサービスの問題なんですが、なかなか私は、もう既に社協に委託したという

ことなので始まるのかなと思って、当初３カ所でしたよね、見ておりましたけれどもなかな
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か進まないということで、土地の問題もあると思うんですが、そうすると10月１日から始め

るというような見通しが今あるということなんでしょうか。働く方たちはどうでしょうかね。

十分にそういう方たちも確保できるのかどうかというのも含めまして、もう一度答弁をお願

いします。 

○議長（後藤清喜君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（最知明広君） 10月１日に入札の予定だというようなことですので、今から建

築が始まるというようなことでございます。 

  見込みに関しましては、介護職員が今どこでも不足をしているというような状況でございま

すので、その完成前に社協のほうでも早目に募集をかけたいというようなことで準備を進め

ているようでございます。年度内に何とか３カ所を完成させてほしいというようなことで、

町のほうからお願いをしているとそういうような状況でございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

○議長（後藤清喜君） ここで昼食のための休憩といたします。再開は１時10分といたします。 

     午前１１時５８分  休憩 

                                            

     午後 １時０８分  開議 

○議長（後藤清喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。14番三浦清人君。 

○14番（三浦清人君） それでは、最初に歳入関係ですが、11ページのこの諸収入雑入というこ

とで、鉄くずの売却益ということで1,250万円。７月までには400万円販売しておったと。以

前、この鉄くずの売却についてはもうそろそろ終わりだというような話を聞かされておった

んですが、さらにまた1,250万円も何するということは、どういった内容のものなのか。今ま

でずっと１年間やってきた鉄くずの売却したものとは、また内容が違うものなのかどうか、

その辺のところをお聞かせください。 

  それから、16ページの太陽光、前者いろいろとお話しもありました。この50世帯に補助金を

出すと、見込みで計上になっておるんですが、そこの住宅用の太陽光発電システム設置整備

事業補助金の概要ということで配付になっております。補助対象システムという、趣旨の中

にうたわれてありますこの補助対象システムの、この４項目すべてを満たさなければこの補

助対象にはならないということでありまして、この（１）の補助対象システムは町が定める

機器構成及び技術要件等に適合するものと、こううたわれてあるんですね。具体的に、町が
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定める機器構成及び技術要件というのは、どういったものなのかですね。内容が全然うたわ

れてないものですから、この内容をお聞かせいただきたいと。 

  それから、19ページなんですが、商工費の中で８目のこの生涯現役の女性の世代間協力によ

る商品開発、健康生活支援事業委託料ということがうたわれてあります。この具体的な事業

の内容、どういうところにどういった内容の委託をするのか、その辺ですね。 

  それから、前者もいろいろとこの漁船についてのお金がなかなか入ってこないと、漁民の

方々は大変苦慮をしているし、また船を修理する、販売する方々、あるいは船外機、エンジ

ンを販売する方々、資金繰りでも大変な苦慮をしているということのお話しがありまして、

私もその話は以前からずっと聞かされておったわけです。これは、漁協の事業の一環として

やっているわけでありまして、町が補助金の窓口ということにはなっていないというお話し

も存じ上げておりますが、いずれにいたしましてもかなりの時間が経過をしている。それは、

町のほうでも存じ上げているようであります。 

  やはり、この住民、特に漁民の方々が大変困っているということも町としては承知している

わけであります。その対策をどうするかというのが、今後の課題かと思うんですね。やっぱ

り、南三陸町産業振興課長、産業振興をする上で一番の責任のある課長ですね。漁協に行っ

て話してもらちがあかないというような話ですが、ならどうするのかということなんですね。

らちあかないんだよねで終わりでは、産業振興にならないわけですから。 

  そこで、この20日ですか、あさって。町長が、仙台でまた講演会があるために出張するとい

うお話を聞きました。そのために、この大事な議会を休まなければならないわけであります

が、その仙台に町長が行くわけですから、ぜひ漁協のほうに回って、大変苦慮しているわけ

ですから、町民は。何とかしたほうがいいと、そのためにはどうすればいいんだということ

をぜひ回って、その際には産業振興課長、あなたも一緒に行って、ここに座っていたってわ

からないんだから、行って町民のために活躍をしていただきたいというふうに思いますが、

その辺の考え方いかがでしょうか。 

○議長（後藤清喜君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） それでは、私のほうから鉄くずの販売についてご説明を申し上げた

いというふうに思います。 

  議員おっしゃるとおり、３月まで撤去作業をさせていただきまして、その際発生した鉄くず

がございまして、その処理が４月にずれ込んだ部分、これが400万円ほどございましたので歳

入として計上させていただいたという経緯がございます。 
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  それから、残りの分につきましては、鉄骨づくりの建物が残っております。14棟ございます

が、これはこれから町のほうで解体する予定でございます。14棟で3,800平方メートルほどの

建物になります。約710トンほどの鉄の発生が見込まれておりますので、今回その分として計

上させていただいたという内容でございます。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） 太陽光のシステムでございますけれども、ここで一応条件とい

うことで定めておりますが、国・県の同じような補助事業もあるということで、ここで対象

とするシステムは、簡単にいえば今現在一般的に各家庭で設置がなされているシステムにつ

いては、ほとんどのものが該当するであろうということです。ただ、この要綱の中では詳細

にこの要件を定めるつもりではおりますけれども、国の定めるこの対象システムといたしま

しては、例えばこの太陽光発電システムが連携されて余剰電力が逆流されるものであるとか、

あるいはパワーコンディショナーと呼ばれる機械なんですが、これらの定格がこの条件に合

致するものであるとかいろいろ細かい条件がありますけれども、基本的にはそれらの条件と

同じシステムであれば、町の補助対象として認めるというふうな考えでおります。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤 通君） 19ページの商工費の関係でございますが、今回補正計上させて

いただいて、議案関係参考資料の10ページのほうに雇用創出基金事業ということで一覧表を

載せておりまして、ここで生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業費とかという結構

面倒くさいことを書いていますが、これは従来はいわゆる雇用対策として打ち出されました

緊急雇用対策事業の中で24年度から新たに始めるという、それが生涯現役・全員参加・世代

継承型雇用創出事業という名称で別につくったんですけれども、出どころはほとんど皆基金

から出ているものでして、名前は結構面倒なんですけれども、内容としてはほとんど同じ内

容でございます。 

  それで、じゃあどういうことをするのかということで、この関係資料の10ページの最下段の

ほうに、ここにその事業内容ということで記載していますが、これでもなかなかわかりづら

いような記載方していまして申しわけございませんが、具体的には女性の方々を、特に雇用

をこれから考えている方々で例えば手に職がないだとか、特別な技術がない方々だとかに対

しまして人材育成事業を手がけている、そういう県内を網羅している団体がございまして、

そこで人材育成というか、こういうようなものをつくる場合にはこういうつくり方をします

よだとか、そういうことの訓練事業が主な内容でございます。新たなものをつくるだとか、
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あるいはそれだけではなくて、いろんな勤めるだとか仕事をつくるためのそのための人材育

成のための事業ということで、そのスタッフを養成するというそういう内容だそうでござい

ます。 

  その次の漁の施設の関係なんでございますが、恐らく議員もいろいろ耳にされているかと思

いますが、一番は船ですね。船ですとかあるいは漁具だとか、今回この震災で被災した方々

に関しましては、国・県から直接漁業者に対して補助というのではなくて漁協に対して、宮

城県の場合は一つの漁協ですから県漁協ということになりますが、ただし先ほど申しました

が、県漁協そのものは自己資本比率の関係で、自分のところで多くの財産を持てないと。な

ものですから、今度は県内を三つのブロックに分けまして、北部と中部と南部と三つのブロ

ックに分けまして、この地区は北部になりますが、そこで施設保有漁協というのを、既存の

各支所を何ぼかを集めまして、さっき申しましたここは北部地区ですから、この中から、そ

の支所の役員の方々の中から何名かを役員として施設保有漁協というのを組織いたしました。

これが昨年度の段階です。具体的には、そこで漁業者の要望等を取りまとめて、それで例え

ば船が幾ら欲しい、あるいはそれ以外の漁具が幾ら欲しいだとかを、それを取りまとめて県

漁協のほうへ申請して、県漁協のほうでそれを今度は取りまとめて、例えば船であれば船を

つくっているそういう造船場だとか、そういうところに発注するというそういう仕組みをと

っております。 

  問題は、県漁協そのものも事務が迅速ではございませんけれども、施設保有漁協のほうに各

漁業者の方々からの要望事項がかなり変動しているのが、それが大きな要因だというそうい

うような漁協からの報告でございます。なものですから、まとまった部分からこれが欲しい、

あれが欲しいということで随時県漁協のほうへ出しているものですから、その後追加になっ

てきたものに関してはやっぱり遅くなってしまうと。それが、実態のようでございます。も

ちろん、県漁協のほうで発注がかなり早くいったとしても、今度はそれを用意するだけの全

国の造船場とかのその機能が追いついていないというのも実情のようでして、中には新たに

船をつくるんではなくて、これまである既存の船とかを独自のルートで購入してこられる方

もおられると。それも今回の補助事業の対象になるんですけれども、それらの取りまとめだ

とかがかなり施設保有漁協のほうではそれが、事務がかなり煩雑だということで、それで滞

っているようでございます。 

  先ほど申しましたように、施設保有漁協には専門の事務職員はおりませんで、各支所のほう

から月に何日間か職員がそこに集まって、それでその事務をこなしているというそういうよ
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うな状況なんだそうでございまして、だったらば施設保有漁協、今急ぐんですから、もっと

もっとそういう職員たちを集めて共同で事務をすればよろしいんではなかろうかということ

なんですが、各漁協の支所でもそれなりの事務が滞っているようでして、それからもう一つ

はこの震災を受けて、県漁協の職員そのものがかなり減ってしまったんだそうです。なもの

ですから、その事務をするというのが難しいというか、新たに雇い入れた方がすぐそれをで

きるかというとなかなかそこが難しいそうでして、それで滞っているんではなかろうかと私

のほうでは考えておりますが、これは私だけの見解ではなくて漁協からの話もそうなんです

が、おいおいそれも慣れてきているでしょうから、これまでよりは少しずつ自分の円滑化が

進んでいくのではなかろうかとこう考えておりますので、その辺をご報告させていただきた

いと思います。 

○議長（後藤清喜君） 14番三浦清人君。 

○14番（三浦清人君） 鉄くずにつきましては、３月で終わるという予定が４月のほうまでずれ

込んだということで、これからの1,250万円というのは、今残っておる鉄骨の建物等、それを

解体して販売するということで、一応14棟見ていると。14棟、これからね。3,800平米の鉄骨

だと。この14棟の中に防災庁舎は入っているんですか、防災庁舎。入っていない。なぜ入れ

なかったんですかね。あれは、また別なんですか。別な事業としてやるということ。そうす

ると、この14棟というのは具体的にはどういった建物が入っているんですかね、この1,250万

円ですか。その防災庁舎は、どういった流れの事業の中で鉄骨の販売というような形になる

のか。 

  それから、16ページ、この太陽光ですが、この詳細にわたっての要綱というのか、規約とい

うのか、そういったものはこれからつくるということなんですね、そうしますと。その辺の

ところをやっぱり具体的にわかりやすく町民の方々にお知らせしないと、内容がわからない

で、あとは勝手にやってしまってこれは補助対象外ですよなんてことにならないようにね。

何か、聞けば10月１日からで、その以前に設置された方々は対象外だということもお話しに

ありますからね。これ、何とか以前に設置した方々も対象になるような方策はないですかね。

せっかく、町が10月１日からこの補助金の要綱をつくって予算とるわけですから。あんたた

ちは勝手に前もってやったんだから補助対象外ですよというわけにはいかないかと思うんで

すよね。何とかその方々もすくい上げるといいますか、補助の対象にするような方策をする

のも行政のサービスの一つではないかなという感じをいたしておりますけれども。 

  切ることは簡単なんですよ、切ることはね。それをすくい上げて生かすというのが、大変な
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んですよ。それが皆さんの仕事なんですから。町民のために皆さんいるわけですからね。そ

んな木で鼻をかんだように条例をつくる前に、予算をとる前に勝手にやったんだからそれは

補助対象外ですと突っぱねることでは、これは行政のサービスにはならないわけですからね。

もう少しその辺も考えて、できるだけ10月１日以前、これまでに設置した方々も対象になる

ような、少し頭をひねって、どうすれば対象になるかということも考えなければならないん

ですよ。どう思いますか、その辺。 

  それから、生涯何だかというやつ、世代交代、女性のね、大変結構な事業だと思います。そ

うしますと、中身については手に職のない女性の方々あるいは職のない方々について、その

方々を職につかせるためのプロジェクトといいますか、そういった人材育成をする上での団

体に、人を育てる団体にこれを委託すると。そうしますと、いろんな団体が出てくるかと思

います。それは提案型というんですか、それから横文字でありますね。何ていうんですか、

自分はこうやります、ああやりますというやつ。それを見てから判断するということですか。

その団体に対する発注の仕方、そうしますと町内だけではなく町外、県内という形にもなり

得るということですね。だから、その辺のところもう少しね。それから、その選定をする際

にどういうふうな方法をするのか。それですね。 

  それから、漁協の関係。内容、だからそうだと思うんです。それをクリアするにはどうした

らいいのかということを考えてくれということ、一緒に行って。町長行くんでしょう、20日。

さっきうなずいてばかりいたけれども、実際に町長から行って話しますという発言がないも

んだからね。その辺どうなんですか。行ってきちんと話をして、一日も早く交付をするとい

うような施策をとらなければならないと思うんですね。その辺いかがでしょうか。 

○議長（後藤清喜君） 建設課長。 

○建設課長（三浦 孝君） 防災庁舎についてでございますけれども、昨年度、今回瓦れきの処

理につきまして宮城県のほうに委託をしております。その中に、建物撤去業務も含まれてお

りまして、前回委託の申し込みをするまでに同意なりをいただいたものについては、県のほ

うに委託をしている状況でございまして、防災庁舎につきましては、当時解体ということで

町も考えておりましたので、その中に含まれております。この辺の精算につきましては、県

の事業の中で精算をするということで進んでおります。 

  それと、あと残っている建物でございますけれども、市街地でいいますと山内魚屋さん、三

浦魚屋さん等々ですね。あと、歌津ですと角屋さん、角屋商店の建物がございますけれども、

それとあとマルアラさんの建物とか、あと大北荘の本宅が鉄骨づくりでございますので、そ
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ういうのを合わせますと14棟あるということで、ご理解をお願いしたいというふうに思いま

す。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） 対象となるシステムでございますが、これにつきましては確か

に一般の方わかりにくい部分もあるかと思います。今後、ＰＲに当たりましては、なるべく

わかりやすい表現で間違いのないような形に努めたいと思います。 

  また、この太陽光システムの場合ですと、実際施工業者のほうが設置者にかわりまして代理

申請を行うケースが多いと聞いておりますので、設置を考えていらっしゃる方は、その施工

を予定している業者のほうといろいろその辺を相談しながら確認していただければ、なお確

実であるというふうに思っております。 

  それから、この制度を遡及できないかというお話しでございますが、今回確かに当町は県内

では早いわけではありません。もう既に実施している自治体も結構多いわけでございますけ

れども、今回新たに制度を創設して、予算の範囲内での補助事業を行うということでござい

まして、既に設置済みの方につきましては、まことに申しわけございませんけれども、今回

10月１日以降の適用というふうにさせていただきたいと考えております。ご理解をお願いい

たします。 

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 漁民の方々、大変な思いをしているというのは先ほど及川議員もお話し

していましたし、その辺については十分理解をしています。ただ、先ほども課長言いました

ように、大変な事務煩雑でございまして、圧倒的にマンパワーが足りないということはお話

を聞いてございます。かといって、それだからといって遅くなっていいのかという問題もご

ざいます。20日はちょっと無理でございますが、基本的にはそう遅くない時期に、省庁を含

めてその辺はしっかり県の漁連の、石巻でございますので、それらにお邪魔をしたいという

ふうに思います。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤 通君） 生涯現役・全員参加・世代継承型雇用の関係でございますが、

私も少し言葉ばかりで具体的な話をしなかったんですが、例えば被災して仮設住宅とかにお

られて、そのグループの中で、具体的には婦人の方々でミサンガというんですかね、ああい

うのをつくって販売していたり、あるいはいろんなそういうグッズを手づくりでつくって、

それで販売しているというそういう動きがあるんですが、それらも今度は商品となりますと、
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人によって雑につくったりきれいにつくったりというのだけでは、なかなか商品としてうま

くいかないでしょうから、そういうのをきちんと商品として売るためにはこうですよという

ようなことを、それを指導するような人を、リーダー的なものを育てるというそういうよう

な内容を考えておるんでございまして、そういうような商品開発ですとか、あるいは商品開

発だけではなくて、例えば介護のほうに携わろうと思っている人がいたとして、その前段の

指導をするだとかそういうような活動をするというのがこの内容でございまして、どういう

ような、委託をどうするんだということなんでございますが、実はこの緊急雇用創出事業は

全部委託なんですが、予算を議決していただきました暁に、今度は町の契約業者指名委員会

のほうに各担当課のほうから、こういうようなところに委託したいんだということで審査を

していただきまして、それで契約するという形になりますが、私が申しました今回のこの生

涯現役のあれに関しましては、そういう指導をする女性団体というところがございまして、

県内を一応網羅しているところなんですが、まだ契約していないから具体的な名前は出しか

ねますけれども、そういうようなところに議決をいただいた後に、庁舎内でそういうような

手続をしながらそれで委託しようと、こう考えておる次第でございます。 

○議長（後藤清喜君） 14番三浦清人君。 

○14番（三浦清人君） そうしますと、最初の鉄骨の関係ですが、これは今残っている個人の工

場とかそういったものをこれから解体するに当たって、町が解体する部分ということでその

鉄くずの売り払い収入という見方だということですね。そして、防災庁舎については解体す

る意向で、町が県のほうに委託をしているもんですから、それはもうすべて解体する方向で

県のほうに委託していると、防災庁舎につきましては。そういう解釈でよろしいですね。わ

かりました。 

  何で、県でさっぱり進まないね。何やってんだべね。誰かにストップかけられているんです

かね。まさか課長が待ってけろと頼んだわけでないべからね。おかしいですね。こうなって

くると、県の事業の進め方に問題があるのかなと。どなたか県会議員の方が、このことを指

摘しなければならないことですよね、今後。我々は町会議員ですから、ここでしか言われな

いからね。できたら、インターネットを見ていて、県の方々も見ていてほしいですね。 

  それから、太陽光ね。これもできるだけ対象になるように、再度庁内でもどこでもいいから

検討してやっていただけないでしょうかね。それを強く望みます。でも、今まで整備した人

たちが、おれはそんなの要らないというんであればいいんですけれどもね。できるだけ足し

が欲しいというんであれば、ある程度検討も必要なのかなという感じがしますよ。その辺い
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かがでしょうね。我々によろしくお願いしますと語ったって、これは何ともならないんだよ

ね。我々が設置したわけではないからね。町民の方々が設置しているんですからね。 

  それから、その生涯現役。そうしますと、委託する相手はもう決まっているんですね、今の

話を聞くと。そうではないの。議決になったら委託しようと思っていたというようなお話し

でしょう。大体のところは、もう見通しがついているんでしょう。それだもの。 

  だから、そういう情報というのは、皆平等に発信しなければならないんですよ。もうこの事

業がおぎゃあと生まれた段階で、その情報が特定の方々に流れて、私たちがそれじゃあやり

ますということになっているんでしょう、もう既に。もう疑った目でしか見られませんよ。

何事だってそうなんだ。情報を先取りした方がこの人生の勝ちだなんてよく言われているん

ですけれども、震災直後、電話もない、電気もない、何もないところで、いち早く情報をキ

ャッチして事業を着手した人たちが、今勝ちに入っているんですよ。それは、どこから流れ

たのかと、どこから。インターネットも通じない、電気もない、電話もないときに、もう既

にいち早く情報をキャッチしてやっている人たちがいるんですよ、実際に。だから、町はそ

ういうことをやってだめなの。平等に、皆さん一斉に発信しなければならないんですよ。こ

こで、誰がどこで何をというのをしゃべるわけにはいきませんから控えますけれども、すべ

てそうなんだ。特定の方々だけに情報が入って、いい思いをしている。 

  そういうことで、とにかく住民の方々、皆さんここで情報がわかってきょう初めて発信する

んですから、予算とってね。平等に扱ってくださいよ、平等に。何かどうもやり方がね、納

得いかないやり方をしていますよ、震災後。 

  その町民の方々は、大体人数的なことですね。あるいは、年齢制限とかそういったのは、後

で詳細に出てくるんですかね、対象者。要するに、委託する方はわかりました。そこで、人

材育成される方々、これはどなたでもいい。町内に、例えば住所を有する方とか、あるいは

震災を受けた方とかこういろいろあるんでしょう。誰でもいいというわけにはいかないでし

ょうから、その辺の詳細はどういった内容のものをつくろうとしているのか、今後ですね。

それです。 

  それから、その施設保有漁協、とにかく今の実情をうったえて、仙台でないんですね、本所。

これは石巻なんだね。であれば、町長も忙しいでしょうけれども、時間をとって早目にお願

いをして、もしマンパワーが不足というのであれば、どなたか庁内の方でお手伝いする方が

いたらば連れていってもらって、無料ではないですよ。そうして、お手伝いするようなやり

方もひとつの手段ではないかと思いますよ。なかなか事務にたけた方々というか、経験のあ
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る方々がそこにいないということでしょうから、そうであればそういった行政の経験者とか

団体職員のＯＢとかなどもお願いしてやることも可能なんですから、私もその１人に入って

いますけれども私は無理ですから、議会がありますから。そういうことで、ひとつ考えてい

ただきたいというふうに思います。いかがでしょうか。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） それでは、太陽光発電でございますが、希望される方すべてに

対象というそういう気持ちは当然ありますけれども、今回新しい制度を制定するということ

で、どこかで線を引かなくてはならないということで、今回は平成24年10月１日をスタート

ラインといたしまして、今後について適用していきたいというふうに思っております。 

  なお、今後につきましては、この補助を希望される方、なるべくすべての方が適用になるよ

うな形で検討を進めてまいりたいというふうには思っております。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤 通君） この雇用創出事業に関しまして、町がいわゆる直接の雇用の方

法と、それから外部のほうに委託するのと大きく分けて二つございまして、例えば仮設住宅

の支援員だとかに関しましては、これも緊急雇用創出事業からなんですけれども、これは例

えば社会福祉協議会に委託しようということで、事前に社会福祉協議会と相談しながら委託

という方法をとりますし、それから漁協だとかに対して養殖事業を再開するための事業とい

うことで、それらの緊急雇用事業を委託する際にも、これも事前に漁協等とは相談をしなが

らやっております。 

  今回、計上しました内容に関しましては、例えば町有林の分収契約の復旧等に関しましては、

これも委託を考えておりますけれども、これに関しましては例えばそういう事務に精通して

おります森林組合だとかを対象としておりますが、まだこれは具体的な契約とかは結んでお

りません。先ほど申しました、女性の世代間協力による商品開発だとかということに関しま

しては、これはそういう指導をしてくれるところが丸きりないところでこの予算を計上する

というわけにはまいりませんので、事前に私どものほうで県内にこういうような、そういう

リーダーを養成してくれているそういうところがあるかないか、まず調査しております。そ

こだって決めたわけではございませんで、それがその１にございまして、この後に、さっき

申しましたように、予算通った暁に役場庁舎内にありますその契約業者の審査委員会のほう

に、こういうところにその委託契約をしたいんですけれどもということで審査していただく

と、そういうような流れを考えておりまして、そういうリーダーを育成してくれるそういう
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団体がこの町内にいなければならないとか、あるいは県内にいなければならないとかではな

く、そういうところがあるかないかということなもんですから、ですから住所要件ですとか

ということは特にはうたっておりませんで、それからもちろんそういう人材育成の観点なも

んですから年齢的なものもうたっておりません。 

  この二つを分けておりますが、その上で企業型人材育成のほうも、こちらのほうも委託を考

えておりますけれども、こちらのほうも同じような形でそういうような人材育成の活動をし

ている団体だとか、あるいは極端にいえばそういうことをなりわいとしている会社等もござ

いますが、それらもひっくるめて契約業者審査委員会のほうで審査していただいて契約する

と、そういうような内容でございます。 

  ですから、今のところ、さっき申しましたように社会福祉協議会に委託するだとか、あるい

は漁協に委託するだとかというのは、これは事前に相談はしておりますが、今回のに関しま

してはどこどこにと、そういう団体があることは調査をしておりますが、現時点でそこに必

ずしなければならないという、そういうような段階までは来ておらないです。これから、そ

こと契約することがよいかどうかということを、何回もいいますが、契約業者審査委員会の

ほうで審査していただいた暁にということになります。（「雇用される側がどういう年齢と

かそういうのは  」の声あり） 

  雇用される方に関しては、もちろんこれは、今回の場合はそういう商品をつくる際に指導す

る立場の方ですし、ですからこれが例えば東京のほうの方に来られたってこれは意味がない

ことですので、これは地元の方を育成するという大きな目的がございますので、雇用される

方に関しましてはこの町の方を考えております。仮に、この町でなくて、今例えば南方のほ

うに住んでおられる方もこの町の住民ということで、雇用される方は町民を対象にします。 

○議長（後藤清喜君） ほかにございませんか。４番阿部 建君。 

○４番（阿部 建君） 私は、歳入、最初から。 

  まず、先ほど総務課長説明したんでしょうけれども、普通交付税の減額、この内容を少し詳

しく説明していただきたい。 

  それから、これもどなたか聞いたんだか、商工費の震災等緊急雇用対策事業、これら今もい

ろいろ質問があったんだと思いますけれども、324万7,200円。これは、どういう仕事を……。

3,000円だ、3,000円ね。これね、もう１回。 

  それから、財産収入、樹木売り払いですけれども、これは先日東北緑化の建ね、230万1,000

円が収入になったんだと。あらゆる経費を差し引いた、残った補助金等をいただいてこれだ
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け収入になったんだよということでしょう。それで、これが繰り越しされて事業が行われた

と。いつの時点で作業が終了したのか。それから、繰り越ししているから別にいつでもいい

のかわかりませんが、その辺。 

  それから、11ページの財調ですね、繰り入れをするんだと。震災復興、いろんな事業という

ようなことで見込んだんだが落とすんだということでしょうが、これらについてもうちょっ

と内容を詳しく説明いただければなと思います。 

  それから、太陽光。いろいろ質問が集中をしております。私は、これに関連をして、今自然

エネルギー、そういうのが注目されている昨今であります、今国会などでもね。その中で、

こういう太陽光等が、今後どんどん普及するんでしょう。今回、それなりに件数等を見込ん

で600万円という予算をとったんでしょうけれども、先ほども質問がありましたが、10月１日

ということでその前の方はちょっとした遅れで補助がもらえないと。何らかの手助けがない

ものかなと考えますが、その辺課長は何回も答弁では、いやだめなんだと、決まりは決まり

だからと言うんですけれども、何かその辺の考え方が町当局、町長等にあれば、課長の言う

とおりなんだということなのか、その辺の配慮ができないものかなと。 

  それから、太陽光の関連で伺いするのは、今いろいろ民間の業者が入ってきて、いろいろ山

を貸してくれとか業者が入ってきまして、そのようなことが町のほうに何の話もないのかど

うか。それは、そのような業者に果たして安心してその土地を貸してもいいものかどうか。

その辺もし内容がおわかりであれば、そんなことを初めて聞いたというのか、あるいは町の

ほうにも何らかの話があるんだかというんであればだけれどもね、そういう民間が入ってき

ているんです。そこら辺、１反歩１年間で７万円とか５万円とかと、そういう話をされてい

ます。それらの内容が、わからなければいいですけれども、わかれば。 

  最後の23ページの復興推進費、積み立てるんだと。１億円ですね。これは、内容について四、

五件ありましたね。ご答弁を願います。 

○議長（後藤清喜君） 総務課長。 

○総務課長（佐藤德憲君） 交付税の３億3,000万円の対予算に対しての減額でございますけれ

ども、決定額は昨年度と同額の約36億円でございます。当初予算の際にそういう見積もりの

誤りがあったのかというと、そうでもなくて、固定資産税の減免分が昨年度と今年度で、交

付税に対する取り扱いが違っているんです。当然、固定資産税が課税されなければ、基準財

政収入額が少なくなるので交付税は大きくなるとそういったことなんですが、こればかりの

原因ではないです。基準財政収入額と需要額の関係なので……。そういうことで、大きくい
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えばそういった地方税の減収分が、今回の交付税の算定に大きく影響を与えているんですが、

ただ一つの理由でこの３億円が減額になったということではなくて、需要額と収入額の中で

の、この震災の関係でのそういう取り扱いが若干異なった関係でこういった額になりました。

非常に、私も説明するのに説明しにくいんですが、震災がなければこういうことはなかった

んでしょうけれども、震災によっての減免とかそういうのが大きく影響してございました。

大変、ちょっと説明するのに私自身もなかなかうまく説明できないんですが、要因は震災の

影響ということでお願いしたいと思います。 

  あと、財調については、前回の補正予算で町独自の支援策として財調から３億円の予算措置

をいたしましたが、今回はその財源を震災復興基金に変更するために、３億円を取り崩さな

いで戻すとこういった形で、11ページでございますけれども、そういった形にさせていただ

きたいというふうに思います。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課長。 

○産業振興課長（佐藤 通君） 19ページの商工費の関係でございますが、７目の震災等緊急雇

用対策対応事業費、それから８目の生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業費の内訳

につきましてですが、この議案関係参考資料の10ページのほう。それでですが、先ほどお尋

ねの今回の補正額の3,247万2,000円のどういう事業をするのかということなんでございます

が、この議案関係参考資料のナンバー１と２は、これは保健福祉課震災等対応業務、これは

町が町の臨時職員として雇用します。 

  それから、ナンバー２の家屋課税台帳復元整備業務、これも町民税務課のほうで臨時職員と

して直接雇用いたします。なもんですから、この予算書の19ページのほうでは、直接雇用な

もんですから、共済費だとか賃金ですとか、あるいは需用費をこの二つの業務で計上させて

いただいておりまして、それからこのナンバー３の町有林分収契約復旧事業からナンバー５

の企業型人材育成事業に関しましては、13節の委託料のほうに委託するということで、直接

雇用ではなくて委託する関係でこちらのほうに計上させていただいております。 

  それから、参考資料のほうのナンバー６に関しましては、予算書の８目のほうの生涯現役・

全員参加・世代継承型というところで、ここで記載させていただいておりまして、これは県

補助金から入ってきます5,147万2,000円が歳出でもそっくりと同じ金額を歳出で出すという、

そういうような内容でございます。以上です。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。 

○産業振興課参事（高橋一清君） 歳入予算の中の素材生産売り払い収入についてのご質問と、
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それから東北緑化事業の関係でのご質問をちょうだいしましたので、お答えさせていただき

ます。 

  今回、歳入の230万1,000円の事業には、東北緑化の事業の部分は入っておりませんで、東北

緑化事業部分につきましては繰り越した事業予算の中で整備をしてございまして、そちらは

５月末までに事業が終了したような状況でございます。 

  それで、この素材生産のほうは単項議案のほうでご提案させていただいた４カ所の売り上げ

の中で、当初予算との見直した差額分を今回補正させていただいているということでござい

ます。なお、歳入予算の中、この金額は売り上げの金額、今回間伐収入としての単項のとき

にご説明させていただきましたが、売り払いは374万6,000円、370万円ほどの売り上げになる

んですけれども、ここで収入が230万円となっておりますのは、当初予算の際に分収林の売り

払い収入を120万円ほど見込んでおった分の、分収林組合からの事業見送りの申し出がありま

した関係で、その分の120万円を減額しておりますし、それから当初の段階で見込んでいた補

助事業の金額が25万円から23万円に下がった分での面積当たりの減額をしております。補助

事業限度としまして24万5,000円いたしております。合わせて370万円プラスから144万5,000

円の減という中で、230万1,000円の収入を計上させていただいたということでございます。

よろしくお願いします。 

○議長（後藤清喜君） 復興企画課長。 

○復興企画課長（三浦清隆君） 23ページの復興推進費の積立金、震災復興基金10億円の内容で

ございますけれども、最初の総務課長の説明で、震災の特交が25億円今回予算計上いたして

いる関係上、財調に積み戻しする分のほかに、今後町単独支援等が相当額想定されるという

こともございまして、これは23年度に創設した基金でございますけれども、基本的に被災民

への町単支援の部分での財源に今後利活用していこうということで10億円を積み増ししたも

のでございます。 

○議長（後藤清喜君） 副町長。 

○副町長（遠藤健治君） それでは、もう一つ太陽光発電システムの関係で、その支援のあり方

について議員各位からお話しいただいてございますけれども、今回年度途中ということでは

ございましたけれども、今回新しくこういう制度を創設させていただきました。制度設計に

ついて、庁内でいろいろ議論もさせていただいてまいりました。当然、では時期、施行期日

という問題についても議論させていただいてまいりましたけれども、結論から申し上げます

と、先ほど来、環境対策課長が申し上げておりますように、10月１日というものを一応線引
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きをせざるを得ないという考え方になりました。 

  と申し上げますのは、今回の新制度はさきにお示しをいたしておりました震災復興支援の各

種町独自との支援制度とはまた別枠で、地球温暖化政策の一環として取り上げようというこ

とで取り組んだ事業でございまして、そういった部分からもなかなかいつまでさかのぼると

いうような、独自支援の場合ですと３月11日というのが一つの基準ということはあり得るわ

けでございますけれども、今回の分については、今後当然罹災された方が新しく再建をされ

る場合の支援にも当然なるわけでございますけれども、幸い今回の震災で家屋等に一切被害

がないと。ただし、新しいエネルギー対策として当然従来の家屋に太陽光パネルをつけると

いう方も当然対象になるわけでございますので、そういった制度の趣旨というものから、年

度途中でございましたけれども、ご決定をいただいた10月１日からということにしようとい

うことにさせていただきましたので、各議員からいろいろお話しいただいている分について

は重々承知はいたしてございますけれども、そこはひとつご理解をいただきたいというふう

に思います。 

  それから、関連質問ということでお話しございましたメガソーラーの関係でございますけれ

ども、震災までのこの間、私あるいは町長のところも含めて、ごあいさつというような関係

で二、三の業者のほうから、メガソーラーの建設計画についてお話しをいただいております

ことは事実でございます。ただ、ごあいさつをいただいていろいろコンサルトとか、あるい

は施行主体になるだろうと思われる業者さんも一緒に何人かチームをつくって説明に来るん

でございますけれども、実はその後なかなか具体的に二度、三度、その話の具現化について

町のほうに足を運んでいただいているというケースがいずれもございませんで、私どもも当

然関心は寄せさせていただいております。場合によっては、町有地なんっていう話もありま

すけれども、それはいずれ具体にもしなってまいりますれば、当然議会のほうにもいろいろ

ご相談をしなければいけない部分があるとすれば、その段階でご相談をしたいなというふう

に考えてございます。以上です。 

○議長（後藤清喜君） ４番阿部 建君。 

○４番（阿部 建君） 交付税でございますが、減額ね、これは一生懸命説明をもらってもなか

なかぴんと来ない。震災によってだといえば、震災にさえつければいいのかなと感じもしな

いわけでもありませんが、やはりこの３億3,600万円、これだけの地方交付税が当初の見込み

よりも減額をされるというようなことは、当町のような財政の厳しい町では、震災が関係し

ているからという説明ですから、それで納得せざるを得ないのかなと思いますが、それだけ
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の固定資産税の関係だとかいろいろな説明がありましたが、総務課長も説明が難しいという

ことですから、そこでそれなりの計算方法でこうされるもんですから、こういうことはちょ

っと考えられないなと思って質問をしたんです。そんなことで、震災とそういうことであれ

ば、了解をするほかはないのかなと。 

  それから、素材の関係ね。これは、東北緑化の関係なんですかね。ということは、やっぱり

最初から５月13日、私は５月にこだわったんです、質問は、出納閉鎖。だから、いつの時点

に終了して、５月30日以内にすべてが終わっていなければならない。終わったんですか、そ

れはね。そういうことになるんです。だから、いつに、私は毎日見て歩いているんだから、

作業を。いつ作業が終了して、いつ精算がされたのか、５月31日以降ではだめなんですから。

恐らくそうではないのかと思いますが、それらがどのようになされたのかですね。 

  それから、太陽光。これは、10月１日、これはどうにもならないんだというようなことであ

れば、これもしようがないんでしょう。そこで、今回の600万円の予算、これは町・国・県で

32万円の補助金ということですが、何軒分、果たしてあと６カ月。補正、今年度ということ

でしょうから、もしこれはそれなりの根拠があってこういう予算計上をしたのか、漠然と上

げて、皆々うちを建てるから、ソーラーをつけてもらいたいから。これは、それなりの裏づ

けがあって計上したのか、漠然とそれぐらいあるのではないかなと思って計上したのか。何

軒分ぐらい、その辺ね。それらをお願いしたいと思いますが、そんなところかな。そこら辺。 

○議長（後藤清喜君） 環境対策課長。 

○環境対策課長（千葉晴敏君） それでは、600万円の予算の根拠ということでございます。今

回は、最大１世帯12万円の50世帯分ということで、今年度の下半期分を計上させていただい

ておりますが、この根拠といたしましては、一応今現在、町のほうの浄化槽の設置整備計画、

それらの数字を参考にした中で今回の50世帯というのは算出してございます。 

  なお、先ほど申し上げましたが、今後につきましてもそういった実際建築の動向であるとか、

そういったその他のもろもろの計画等の数字を参考にしながら、毎年度適正な数字のほうを

計上していきたいというふうに考えております。 

○議長（後藤清喜君） 産業振興課参事。 

○産業振興課参事（高橋一清君） 東北林業事業について、５月末までのというところのご質問

ですが、一応23年度の事業の中で処理をする上では、そういった期間の中ですべてを終わら

なくてはいけないところなんですが、それらの処理の期間も含めてちょっと年度をまたぐと

いうような恐れがあったもんですから、24年度に繰り越させていただきましたので、期間は
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その24年度事業として処理をさせていただきましたので、よろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

○議長（後藤清喜君） ほかにございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（後藤清喜君） ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

○議長（後藤清喜君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第88号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   ここで暫時休憩をいたします。再開は２時30分といたします。 

     午後２時１０分  休憩 

                                            

     午後２時３０分  開議 

○議長（後藤清喜君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                            

日程第８ 議案第８９号 平成２４年の南三陸町国民健康保険特別会計補正予算（第 

            ２号） 

○議長（後藤清喜君） 日程第８、議案第89号平成24年度南三陸町国民健康保険特別会計補正予

算を議題といたします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。事務局。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第89号平成24年度南三陸町国民健康保険特

別会計補正予算について、ご説明申し上げます。 

  今回の補正は、歳入において国庫支出金、繰入金を増額補正し、歳出においては総務費、保

険給付費、諸支出金等についてそれぞれ補正するものであります。 
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  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明を求めます。町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部俊光君） それでは、細部説明をさせていただきます。 

  予算書の33ページ、34ページをお開きください。 

  ただいま町長が申し上げましたように、今回の補正につきましては、医療費の10月以降の無

料化の延長分に伴う予算、それから各種補助金の精算に伴う補正と２本立てでございます。 

  初めに、33ページの歳入の３款国庫支出金でございますが8,010万3,000円、９款の繰入金で

9,489万7,000円をそれぞれ補正させていただきます。合わせまして、１億7,500万円の歳入増

でございます。 

  34ページ、歳出予算の中段、２款の保険給付費をごらんいただきたいと思います。ここに、

一般と退職の保健療養費として１億7,500万円の補正をさせていただきますが、ただいま申し

上げましたように、歳入で１億7,500万円の補正をした分をここで使うものでございます。内

容的には、10月以降の医療費の無料化、窓口一部負担金無料化の必要経費ということでござ

います。 

  歳出、１款総務費で93万円、これは10月以降の免除証明発行に係る経費の事務費でございま

す。 

  11款諸支出金でございますが、２億94万6,000円、これは説明欄にございますが、過年度分

の療養給付費それから国庫補助金を精算した結果、返還が生じますので、これに使うもので

ございます。 

  35ページ、予備費で２億187万6,000円の補正をさせていただきますが、これは先ほど申し上

げました償還金での財源調整で、返還に充てるものでございます。 

  以上、細部説明とさせていただきますので、よろしくご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑は歳入歳出一括で行います。10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） いよいよ国保税が課せられたという話を聞きました。どうなんでしょ

うか。今までと同じようなかけ方というか、納税の仕方でしょうか。その辺、ひとつお願い

したいと思います。 

  それから、説明にありましたとおり、10月から窓口一部負担というか、支払いが出るという

ことで、今度それを町として支払いしないようにということで予算を組んだと、そういう話
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でよろしいんですよね。そこでお聞きしたいんですが、国では８割、そして町からは２割と

いうことで、かなり２割というのはかなりの金額になると私は思って見ておりました。情報

によりますと、県でその２割を負担するとそういう話も出ているんですが、その辺はどうで

しょうか。 

○議長（後藤清喜君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部俊光君） １点目の国保税のかけ方ということで、去年は減免ということ

で、ことしから国保税が賦課をされたということでございますけれども、ご案内のとおり条

例改正によりまして24年度の国民健康保険税、半年間減免、そして残る半年につきましては

課税というふうな内容でございます。 

  それから、医療機関の窓口で払います一部負担金、これに対する財源の手当てにつきまして

は、議員おっしゃるとおり８割を国で見ます。残りの２割、国が余した２割を地方で負担し

てくださいということで、これは町もしくは県というようなことで、宮城県でも非常にどう

しようということで方向性が一定していなかったんですけれども、このほどこの２割分につ

きまして、県の調整交付金の範囲の中で何とか見れるのではないのかというような試算が出

たところでございます。 

  したがいまして、直接的に町の国保会計に痛みを及ぼすというようなことはないと思うんで

すけれども、ただ県の試算は昨年の後半６カ月間の医療費のかかり具合をもとに、これぐら

いであれば県で負担ができるのではないかというように試算をしたんですけれども、ご承知

のとおり医療機関も少しずつですが復活をしております。その結果、去年と比べて、ことし

は当然お医者さんにかかる保険者の方も多いのではないかというふうに思っておりますので、

県が試算している２割の財源で本当に足りるのかどうか、この辺につきましてはしっかりと

検証しながら、県のほうに要求をしてまいりたいと思います。 

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） 国保税、本当に半年間課税されなかったんですが、この伝票を見てび

っくりしたと、そういう声も聞こえております。本当に、国保払えないのではないかという

話も私、聞いております。どうなんでしょう。今までのように減免のあれというのはあると

思うんですが、課長、その辺の処理の仕方というか、今までと同じように減免の対象にはな

るわけですよね。その辺の詳しいことを教えてください。 

  それから、今の窓口負担について、全県で統一すれば県で見ますよという情報も入ったんで

すが、今の課長の説明ですと何だかちょっとあやふやだというか、医療費が、本当にこちら
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でかかった分が、２割の分を県で見るかどうかということもちょっとあやふやだという話を

今されたんですが、この辺はきちっとやっぱり県に申し入れしながら、県で決めたことに対

しては町の負担がないように、そういうふうにすべきだと私思いますので、その辺はいかが

でしょうか、もう一度。 

○議長（後藤清喜君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部俊光君） 減免の方法ですけれども、従来もあったんですけれども、それ

ぞれの生活の状況、それから震災によって勤め先を解雇されたというようなケースなどの場

合、証明をいただければその時点で前の年の収入の３分の１以下になったものとみなして、

国保税の減免をさせていただいておりますので、その形で今後もご相談をいただければ対処

してまいります。 

  それから、調整交付金だけで本当に賄えるのかどうか、もしかしたら市町村の持ち出しが出

るのではないかというようなご心配でございまして、我々事務方もその部分に関しては大変

危惧をしてございます。ただ、これは県の会議でも申し上げたんですけれども、調整交付金

の中で賄えるという見込みが立っているんですけれども、調整交付金の全体のパイというの

は決まっているわけなんですよ。今回、国が残した２割分を宮城県の調整交付金で上積みし

てお出しするということであれば何ら問題ないんですけれども、今までと同じ全く同じ調整

交付金という枠の中でよこされますと、確かに一部負担金の費用としては町の負担はないん

ですけれども、それ以外の部分でどこかに穴があくのではないかと。むしろ、そちらのほう

が心配ですので、この点について私のほうでは県のほうに申し上げていきたいというように

考えております。以上です。 

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） 課長もおっしゃいますように、職場を失ったり、本当に家族もばらば

らになったりして、高齢者が１人で生活しているという場面も出てきているので、本当にこ

の減免の方法を町民によく説明しながら、わかるようにしてほしいなと思っております。証

明書を出せば、今までの減免の方法でできると、今、課長のそういう説明ですけれども、や

っぱり町民にわかるように、町民１人１人に相談をやっぱりしてもらえるような、そういう

やり方をぜひとってほしいなと思っております。 

  窓口負担、来年の３月までは本当に一部負担がなくなったということで、私も安心したんで

すが、ただ町の持ち出しというか、そういうものが大きくなればまたこれは問題だなと思い

ますので、ぜひこれは県で決定したことでありますので、そういうことを守っていただきた
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いなと思いますので、町長、その辺は県のほうに働きかけていってほしいなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） 後半の医療費の動向等もございますので、一応県としてのそういう方向

性が出たわけでございますので、担保していただくようにお願いはさせていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長（後藤清喜君） ほかにございませんか。12番鈴木春光君。 

○12番（鈴木春光君） 私も前者で関連でございますので、ちょっとお聞きしておきたいと思い

ます。 

  全く、今までは課税を免除していただいたということで、被災者も大いに助かったと思いま

す。それが、この10月からその対象になるということになると、この負担は大きいなという

ふうに思うので、今までさえその生活を維持していくのに大変であったと。つまりは、医療

費としてかかる分においても、これからが非常に大きい負担になってくるのではないかなと

いうふうに思いますので、その辺をひとつ、今言われるように県の調整交付金等々でどうに

かならないものかなというふうな思いが一つでございます。結局、決められたものについて

ただ追従するということでなくして、地方の声としてどうにかこれを、やはり減免対策を強

く要望していただきたいということが一つでございます。 

  それから、もう一つは、震災を受けなかった、例えば、また入谷のことを出すんでないんで

すけれども入谷地域とか、あるいは町内でも荒町地域とか、それから歌津だったら石泉とか

そういった震災を受けなかったところの割合ですね。これは、従来の割合で推移しているも

のかどうか、あるいはその課税分については、むしろ被災者よりも多く課税されているよう

な気はいたしますけれども、この辺はどうなっているのか。その辺についてお聞きいたした

いなとそういうふうに思います。 

○議長（後藤清喜君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部俊光君） まずは、その財源の部分に関してですけれども、当然国・県に

も台所の事情がおありなんだろうというようなことで、ことしから２分の１課税が復活した

というようなことは、これは被保険者の方々にもご理解をいただきたいところだなと。 

  それから、課税免除や減免制度がこれからもずっと続くに、それは被災者の方にとっては越

したことではないんですけれども、いずれこういった救済制度というのはなくなりまして、

必ず元の本則の状態に戻ると。そのときに、必ずこれは税率改正あるいは保険料率の改正と
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いう形で被保険者に跳ね返ってくるというようなことは、間違いなくいえると思います。で

すから、私どものほうで窓口では、こういう減免申請にいらっしゃる方に、確かに今制度と

しては窓口の一部負担金が免除になっているんですけれども、いずれ後々本則に戻ったとき

に、また国保の加入者が非常に高い税率改正などということで大変な思いをしないように、

今のうちから先々のことも考えましょうというようなことは申しております。 

  それから、入谷地区などの被災のない方々に高い税率で課せられているのではないかという

ようなご質問ですけれども、まずもってそれはございません。全体の30％ぐらいの方が現在

国民健康保険税、お支払いをいただいております。やはり、被災をされたとはいえ、私が先

ほど申し上げましたように、現実的に30％ぐらいの方が震災を受けていないということで、

去年から国民健康保険税のご負担をしていただいておりますので、そういった受益等負担等

の関係につきまして、丁寧に説明をしてまいりたいというふうに思っております。 

○議長（後藤清喜君） 12番鈴木春光君。 

○12番（鈴木春光君） ご説明で理解しないでもないですけれども、ぜひこの制度あるいは課税

率等々については、先ほども町長が答弁いたしまして、県に担保してあるから大丈夫だろう

というようなお話でございましたけれども、ぜひそういう方向で努力していただきたいなと

いうふうなことをお願いいたしたいと思いますし、それからなぜ被災を受けないところを質

問したかというと、私もお医者さんにかかっているんだけれども、健康保険税の負担額が８

月までは１割だったのが、今度３割負担になっていたんですよね。そういうことで、医療費

が多くなったということで、しからば被災を受けなかった者の税率が変わったのかとそうい

うことで、今質問してみたんですけれども、３割負担というと３倍ですよ。そういうふうな

負担になって、この間窓口でお尋ねしたんですけれども、相当議員さんは収入があるからだ

ろうねということでございますけれども、私、農業をやっているんですけれども、農業で収

益につながるような経営は今ありませんから、課長も農業の跡継ぎにもなっているわけなん

だけれどもね、そういうことの中で多くの人にこの辺を尋ねられるわけなんですよ。そうい

う中で、私の場合は議員報酬をたくさんいただいているからだろうというふうに、自分でま

ず自分のこの気持ちを抑えながら、その説明に頭をうなずけていったんだけれども、必ずし

も完璧な納得のいく頭の下げ方ではなかったわけです、実際は。だから、そういうところを

ひとつ何とか考えてほしいなと。つまり、同年代の人が１割負担でありながら、なぜそうい

う３割負担になったのかということ、ひとつこいつを聞きたいんですよ。これをね、現実に

とられたんですから。医療費も、それから薬代も。そんなに一気に高くなったのかなという
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思いの中で、今考え方をお聞きしているわけなんだけれども、この辺はどうなんでしょうね。 

○議長（後藤清喜君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部俊光君） 負担割合が変わったというお尋ねでございますが、多分に収入

などが要因となっているのかなと思いますが、この件につきましては、後ほど担当の者より

しっかりと内容につきましてご説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤清喜君） ほかに。 

     （「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第89号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

日程第９ 議案第９０号 平成２４年度南三陸町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（後藤清喜君） 日程第９、議案第90号平成24年度南三陸町後期高齢者医療特別会計補正

予算を議題といたします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。事務局。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第90号平成24年度南三陸町後期高齢者医療

特別会計補正予算について、ご説明申し上げます。 

  今回の補正は、平成23年度決算による繰越金及び保険料還付金を補正するものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明を求めます。町民税務課長。 
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○町民税務課長（阿部俊光君） それでは、細部説明をいたします。 

  予算書43ページをお開きください。こちらに、歳入歳出載ってございます。 

  初めに、歳入でございますが、23年度の精算が確定したことによります繰越金696万9,000円、

これを歳入補正し、同額を次のページの歳出の予備費に措置をさせていただきます。 

  歳入５款にお戻りをいただきまして、保険料の還付金ということで過誤納還付金、この100

万円を同額歳出の過誤納還付金という形にさせていただきます。 

  理由ですが、震災による還付件数が非常にふえているということで、補正前の現在予算額

100万円にさらに100万円を足して、そういった震災関連に対する還付に備えたいということ

でございます。以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑は一括で行います。10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） また同じことを聞くと思うんですが、後期高齢者医療についても窓口

負担がないということでよろしいですよね。それで、私これと介護保険と三つの窓口負担の

ことでちょっと担当課長ともお話ししたことがあるんですが、後期高齢者医療制度、これは

広域なのでなかなかつかみづらいと、本当にできるかどうかということがわからないという

ことを担当課長に言われたんですが、そういう点で私も広域連合のあり方、そういうものに

私は不審を抱きました。本当に、被災のない内陸部のほうでは一部負担に対する反対という

か、できないのではないかという話も聞きましたので、その辺は何とかクリアしたのかなと

思いながらこれを見ていました。そうしますと、町としての一部窓口負担については、ここ

では予算はないというふうに理解してよろしいんですか。その辺です。 

○議長（後藤清喜君） 町民税務課長。 

○町民税務課長（阿部俊光君） 後期高齢者医療、これの窓口負担金も10月から来年３月まで延

長ということについては、ご理解をいただけたと思います。 

  さて、その国保と違いまして、後期高齢者医療というものは何かのときに蓄積性のある積み

立て、そういったものがございません。これは、市町村の負担が生じた場合に、それに相当

する額については市町村負担ということで、県の広域連合で一本化されました。お話のとお

り、同じ宮城県でも内陸部は地震の被害はあったかもしれませんけれども、津波のなかった

ところについては、この後期高齢者の医療費の一部負担金を一緒に負担していただくという

ことはなかなか理解が得られないということで、制度そのものは宮城県35市町村全部無料化

になるんですけれども、沿岸15市町村を中心に実際に窓口でかかった一部負担金については、
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後で広域連合のほうから請求が来ると。幾ら来るかは今試算しているんですけれども、1,500

万円ぐらいになるのではないかと思っております。 

  この1,500万円、丸々町費持ち出しということになるんですけれども、例えば国保のように

調整交付金あるいは国の補助金もしくは町の基金、そういったもので対応できるのであれば

理解は得られるんですけれども、後期高齢者というのは、そういった先ほど申し上げました

ように、貯蓄性のものがないということで一般財源を使わざるを得ない。ただ、後期高齢は

75歳になりますと、すべての町民が、これはもう後期高齢者医療会計に必然的に移行される

という制度の内容からいえば、これは町民等しく一般財源を使って、そして一部負担金に必

要な財源を、一般財源を充てるということは理解が得られるのではないかというような趣旨

で、当町は広域連合のほうに10月以降も無料化をいたしますというような回答をしたところ

でございます。 

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） そうしますと、町民の75歳以上の後期高齢者にかかった分は、後で請

求が来ると。町に負担が来ると、２割負担の部分が来るとそういうふうなことになるわけで

すか。 

  これは、全市町村でそういう扱い方にするということになるわけでしょうか。 

  非常に、不合理な点もありますが、その辺は窓口で一部を町民から受けなくてもいいけれど

も、町として負担は出てくるとそういうことなんですね。 

  これは、いろいろ後期高齢者だけではなくて、広域連合の中のあり方ということでは、非常

に私、問題だなと思っているんですが、私が問題だなと思っていることについては、どうで

しょうか。私のひとり合点でしょうか。それとも、町長どういうふうに考えていますか。そ

の辺ちょっと伺いたいと思います。それで終わりにします。 

○議長（後藤清喜君） 佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ご案内のとおり、もう後期高齢者につきましては一組織でございますの

で、そういった今回の震災で、先ほど課長もお話ししましたように、激しく被災をした自治

体、それからそうでない自治体ということが一つの組織の中にいるわけでございますので、

その辺の足並みが乱れるということについては、ある意味やむを得ないだろうというふうに

も思います。ただ、先ほど課長がお話ししましたように、今回そういった中で町の負担がで

るということになれば、これはある意味いつ来から運用する、出していくということについ

ては、これはある意味町民の皆さんに理解も得られるだろうというふうに認識いたしており
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ますので、いずれそういう方向で我々としては考えております。 

○議長（後藤清喜君） ほかに。 

     （「なし」の声あり） 

ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 

  これより議案第90号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

日程第１０ 議案第９１号 平成２４年度南三陸町介護保険特別会計補正予算（第２

号） 

○議長（後藤清喜君） 日程第10、議案第91号平成24年度南三陸町介護保険特別会計補正予算を

議題といたします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。事務局。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第91号平成24年度南三陸町介護保険特別会

計補正予算の概要について、ご説明申し上げます。 

  本案は、歳入においては介護保険料の減額、国県支出金及び基金繰入金等の増額を、歳出に

おいては平成23年度会計の決算に基づき、国県支出金等の償還金及び一般会計操出金につい

てそれぞれ補正するものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明を求めます。保健福祉課長。 

○保健福祉課長（最知明広君） それでは、細部説明をさせていただきます。 

  52ページをお開きください。52ページ、53ページになります。 
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  ただいま、町長が申し上げましたとおり、平成23年度精算による額の確定並びに国保等、そ

れから後期高齢と同じなんですが、10月以降の利用者負担減免が継続されることにより、歳

入歳出をそれぞれ726万円減額補正するものでございます。 

  まず、52ページの最上段、現年度分の特別徴収の保険料でございますが、8,171万7,000円の

減というようなこと。内訳を申し上げますと、所得減少影響分が3,971万7,000円、それから

４月から９月までの減免額相当分が4,200万円、次に特別調整交付金5,376万円の増でござい

ますが、その分、保険料の減免分4,200万円、それから今回利用者の負担減免分として1,176

万円、この合計が5,376万円となります。それから、その下の過年度分の地域支援事業支援交

付金につきましては、平成23年度の精算によるものでございます。それから、財政安定化基

金交付金でございますが、これにつきましては県の財政安定化基金の交付金の取り崩しによ

る交付金でございます。これは、県内の全市町村に今回交付になったというようなことでご

ざいます。 

  それから、53ページにまいりますが、財調の繰入金というようなことで、不足分を財調で取

り崩すというようなことでございます。 

  次のページ、54ページをお開きください。 

  歳出でございますが、居宅介護サービス給付費につきましては、財源の組みかえでございま

す。一般財源でとっておりましたものを、国県の支出金で賄うというようなことでございま

す。その下の国庫支出金と過年度分の償還金につきましては、先ほど言いました23年度精算

によるものです。内訳といたしましては、国庫支出金の償還金が3,283万円、県が3,128万

6,000円、それから支払基金の交付金が936万円というようなことです。それから、その下で

ございますが、繰出金といたしまして一般会計操出金1,806万円、それから予備費で9,906万

6,000円を上程させていただくということでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。質

疑は一括で行います。10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） 介護保険も大変なところで、これは利用料の部分になると思うんです

けれども、これを町で肩がわりするとそういうふうになるわけですよね。本当に介護保険も

高くて大変だという話も聞こえますが、課長どうなんでしょう。この介護保険、今利用して

いる方たちの動向というか、今こういう震災にあってかなりの流動というかがあるのではな

いかと私思うんですが、この予算を見るとどうなのかなと。ちょっと、その辺のことを教え
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ていただきたいと思います。 

○議長（後藤清喜君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（最知明広君） 先般、河北新報等にも掲載されておりましたが、今回の被災に

より要介護者がふえているというようなことで新聞等に書かれておりますが、当町の状況を

申し上げますと、いわゆる震災の直前で要介護認定者が812名。内訳を申し上げますと、要支

援が88名、要介護が724名でございました。認定率が15.62％というような状況でございまし

た。震災以降、24年８月現在の数字を申し上げますと、要介護認定者が827名。内訳は、要支

援が112名、要介護が715名、認定率で申し上げますと18.54％と。 

  実際、この傾向を見てみますと、数字的には微増ではございますが、今回震災でなくなった

方もいらっしゃいますし、それからやはり先ほどもお話ししましたがサービス事業者がまだ

立ち上がっていないというような関係がございまして、その辺が追いついていないというよ

うな傾向にはあると思います。ただ、ここで特筆すべきは、やはり要支援がふえているとい

うようなことだと思います。いわゆる軽度の認定を受けた方がふえていると。今までは、い

わゆる要介護の認定を一切受けていなかったことが、要支援あるいは要支援１、２というよ

うな軽度の認定を受けているとそういう状況にあるのかなというふうに思っております。 

  それにつけても、うちのほうではやはりデイサービス等、それからあるいは介護予防という

ようなことで各地区でのそういう介護予防教室、その辺に力を入れて包括支援センター等で

事業を行っているというようなことが現状であると思います。 

  今後、この分がふえてこないように、いわゆる介護予防の分に力を入れてやっていきたいと

そういうふうに考えております。 

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） 今、課長の説明にありましたように、本当に仮設で暮らしている方た

ちの中で、かなり今まで元気で暮らしていたのに要介護というか、それからまたそれが進行

していっている人たちも私見受けられますので、先ほど、前の一般会計のところでも私申し

ましたけれども、デイサービスが今起動していないんですよね。そういう点も含めて、早く

こういう施設を整備していったほうがいいのではないかなと私は思います。それで、介護保

険、本当に18％以上ですね、この要支援、要介護認定というやつですね。そういうのをもっ

とふやすわけにはいきませんので、ぜひ予防のほうに力を入れてほしいなと思っております。 

  今、問題になっております介護保険の認定については、窓口負担が今回は来年の３月までは

ないけれども、その後はどうなるんだろうなと非常に心配しているところであります。本当



 ２５７ 

に、そういう方たちの要望に応える方向でぜひ進めてほしいなと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（後藤清喜君） ほかにございませんか。14番三浦清人君。 

○14番（三浦清人君） 今の数字のことですが、課長ね、ちょっと今やり取りを聞いていて何な

んだけれども、認定率というのは申請に対しての認定率なんでしょう。違うくて、総枠の中

での認定率ということですか。そうすると、申請に対しての認定率という数字は出ています

かね。例えば、10人申請をして５人認定になったとか、あとの５人は対象外とかとこうある

と思うんですが、そういう認定率というのの数字は出ていないんですかね。でも、100％では

ないということでしょう。大体、例えば８割とか９割だとか、その辺いかがでしょうかね。

予防は大事なんですが、とにかくそういった状態で家族の方々にとっては、なかなか家族で

介護するのは大変だと。家族で介護する、目的はそこなんですけれどもね。やはり、そうい

った介護認定を受けないとなかなか難しいという人たちが結構いるわけですよね、その中で

申請をするわけですから。できれば、100％に近い方が認定になればいいんですけれどもね。

その辺のところで、申請に対する認定率というのはどうなっているかということです。 

○議長（後藤清喜君） 保健福祉課長。 

○保健福祉課長（最知明広君） 介護の認定につきましては、認定審査会を月２回やっておりま

すが、ほぼ９割以上の認定率にはなっておると思います。実際に、介護審査にかけるのは大

体１回当たり20件程度でございますが、ほぼその申請どおりというような状況にはあると思

います。 

  ですから、ただ問題は、やはり認定を受けてもサービス事業者がちょっとまだ完全に戻って

いないというようなことがありますので、サービスを受けられないというようなことが、う

ちのほうではやはりちょっと危惧されるとことでございますので、先ほどのことでございま

すが、やはりすぐデイサービスをなるべく早目に復旧してほしい、あるいは介護予防の教室

に力を入れてやっていくというようなことで、何とか認定率が上がらないように、逆にその

辺を予防するというようなことが大切なのかなというふうに思っております。 

○議長（後藤清喜君） （「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 
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これより議案第91号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

日程第１１ 議案第９２号 平成２４南三陸町病院事業会計補正予算（第１号） 

○議長（後藤清喜君） 日程第11、議案第92号平成24年度南三陸町病院事業会計補正予算を議題

といたします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。事務局。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第92号平成24年度南三陸町病院事業会計補

正予算の概要について、ご説明申し上げます。 

  今補正につきましては、全身麻酔器等の医療機器購入及び電子カルテシステム端末の増設、

並びに高度医療機器室へのエアコン増設工事等を行うため、資本的収入及び支出について増

額の措置を講ずるものであります。 

  細部につきましては、病院事務長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（後藤清喜君） 病院事務長の細部説明を求めます。病院事務長。 

○公立志津川病院事務長（横山孝明君） 補正予算書の59ページをごらんいただきたいと思いま

す。 

  今回の補正は、ただいま町長が申し上げたとおり、資本的収入及び支出の補正でございます。 

  収入におきましては、町のほうからの出資金2,000万円、それから寄附金400万円を見込んで

おります。支出につきましては、医療機器の整備、今手術等を行っております。その関係で、

麻酔器とかがまだ整備されておりませんので、その麻酔器等ほか７機種について医療機器を

購入したい。それから、施設整備といたしましては、エアコンの増設工事とそれから衛星電

話。衛星電話については、電話がなくなった場合の非常用として衛星電話をということで、

各それぞれ工事費とそれから医療機器の購入に充てるということで考えております。よろし

くお願いします。 
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○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。14

番三浦清人君。 

○14番（三浦清人君） まず、この中の今の説明ですと、麻酔機器といいましたか。麻酔器とい

う機械なんでしょうけれども、要するに患者さんに対して麻酔をやるということでしょう。

麻酔をするような患者さんもやれる施設。盲腸とかそういった、具体的に。外科さん、１週

間に何回か来るそういった大学の先生方がやるということですか。その辺ですよね。 

  それから、立派な設備、立派な機械、優秀な機械を入れるのは大変結構ですし、また新しい

病院も建設に向けていろいろやられているんですけれども、以前私も一般質問等でお話しし

ていますように、職員の教育ですね、改善されましたかね。私が一般質問で話した時期から

見て、半年以上もなったんですけれども。町長に対して、教育指導する方を外部から取り入

れてやってもらったほうがいいのではないかということに対して、そういう希望があればや

っても差し支えないみたいな話もされまして、私は非常に期待をしておったんですが、どう

ですか、改善になりましたかね。職員の患者さんに対する接し方、言動、行動ですね。 

  私が見ている範囲では、全くなっていない、そう思っているんです。幾ら立派な設備、施設

を整えたって、そういった患者さんに対する対応が悪ければ、患者さんは来ませんよ。私、

監査のときも、しょっちゅうこのことを口を酸っぱくしてしゃべっているんですけれども、

指摘しているんですけれども、改善されたと思いますか。全くされていない。例を言いたく

ないから、今ここでね。どうです、その辺。外部から取り入れて、指導してもらうことはで

きませんかね。 

○議長（後藤清喜君） 病院事務長。 

○公立志津川病院事務長（横山孝明君） 機器に関しては、麻酔器。こっちでは手術しませんか

ら、米山のほうの手術室。病院というのは、手術室を必ず整備しなければいけないという内

容はあります。軽いというか、大きな手術はできないんですけれども、小さい手術、胆石の

除去とかヘルニア、イレウスというかそういうのは手術できますので、そういう手術を向こ

うで行っているということで、今までちょっと借りてやっていたんですけれども、いつまで

も借りてやるわけにはいかないということで、今回麻酔器等の医療機器を購入するものでご

ざいます。 

  それから、職員の教育改善ということでございますけれども、ある程度その教育改善につい

てはいろいろとやっているところでございますけれども、まだ目に見えていないということ

であれば、それが実情なのかなということでございますけれども、今後ともその関係につい
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ては直っていないということであれば、もう少し外部、確かに外部の接遇とかの関係の講師

を招きながら、もう少し力を入れてやっていきたいというふうに考えます。 

○議長（後藤清喜君） 14番三浦清人君。 

○14番（三浦清人君） 麻酔は、じゃあここではなくて米山病院ということですね。それは、わ

かりました。 

  これは、事務長に言うのもなかなか酷なことなので言いたくないんですが、外部から入れる

こともできないのであれば、どこかの病院、我が町と同じような自治体病院とか、あるいは

一般の個人の病院でもいいです。何日間か、やっぱり研修という形で行って、よその病院で

はどういうふうな患者さんに対する対応をしているのか、それを見させただけでもいいので

はないかなと。今まで、そういう経験があるのかないのか。多分、ないかと思うんですよね。 

  従来から、ここはずっと何十年と、志津川歌津公立病院という形でずっとやってきたんです

けれども、どこも見ていないもんだから今のあり方で了としているわけですよ、了として。

自分たちだけで納得しているんですよ。私みたいなのに言われると、何語ってんだべや、あ

の議員は何だべね、とこうなってしまうんだ。現実がわからない、現実をね。自分のところ

が最良だと思っているだけだ。よくいう、井の中の蛙という言葉があるんだけれども、何だ

かが大海知らずとかいろいろあるんだけれども、世の中というのはそうではないからいろい

ろと町民の方々から苦情が来るわけですから。皆さん、同じだったらいいんですよ。この我

が町の病院とよその病院が同じようなレベルの対応の仕方であれば、文句はない。しかし、

そこに差があるから、何だべ、いつまでたったって直らないね、とこういう苦情を話されて

いる町民がいっぱいいるわけですから、その辺のところも今ここでどうのこうのではないけ

れども、ひとつ検討していただきたいと。 

  きょうは、病院のほうでもテレビを見ていますから、きちんと対応していただきたいという

ふうに思います。終わります。 

○議長（後藤清喜君） ほかにございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第92号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ
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んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

                                            

日程第１２ 議案第９３号 南三陸町災害危険区域設定条例の一部を改正する条例制

定について 

○議長（後藤清喜君） 日程第12、議案第93号南三陸町災害危険区域設定条例の一部を改正する

条例制定についてを議題といたします。 

  職員に議案を朗読させます。朗読は必要部分のみといたします。事務局。 

     〔事務局朗読〕 

     〔朗読文省略〕 

○議長（後藤清喜君） 提出者の説明を求めます。佐藤町長。 

○町長（佐藤 仁君） ただいま上程されました議案第93号南三陸町災害危険区域設定条例の一

部を改正する条例制定についてをご説明申し上げます。 

  本案は、津波等による危険の著しい区域について、災害を未然に防止することを目的として、

建築基準法第39条第１項の規定により災害危険区域をあらたに指定するため、関係条例の一

部を改正するものであります。 

  細部につきましては、担当課長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご決

定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明を求めます。復興事業推進課長。 

○復興事業推進課長（及川 明君） それでは、議案第93号の細部説明をさせていただきます。 

  資料は、今ご案内ありました、追加提案しました議案関係参考資料その２と、本日その総括

表ということでワンペーパーお配りしております。そちらのほうをあわせてごらんいただけ

ればと思います。今回、指定をする区域につきましては、参考資料だけで115ページもあると

いう、ちょっとボリュームが多うございまして、本日追加でお配りしましたワンペーパー、

そちらを中心にご説明をさせていただきます。 

  まず、この資料の中で訂正がございますので、申しわけございませんが訂正方をお願いしま

す。このワンペーパーの１ページ目、１ページ目の助作、中段のあたりですが、助作、摘要

２のところ「全域」となっておりますが、これは全域でございませんので削除をお願いしま

す。「全域」の部分だけ、削除をお願いしたいと思います。もう一度お話しします。本日お
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配りしたワンペーパーの１ページ、助作の摘要２のところの「全域」、この「全域」を削除

していただければというふうに思います。 

  それでは、説明をさせていただきますが、このワンペーパーの摘要１にページ数を記載して

おりますが、こちらは議案関係の参考資料の図面のページ数になっておりますので、あわせ

て見ていただければというふうに思います。なお、図面のほうは、これまでと同様でござい

ますが、着色された部分が災害危険区域に予定している区域となってございます。その周囲

の黒の点線が、今回の東日本大震災におきます浸水区域でございます。ピンク色の実線がご

ざいますが、これは字界となっております。 

  それでは、今回新たに区域を設定する地域、関係する字につきましてですが、こちらのワン

ペーパーのほうでご説明いたしますが、林地区二つの字、大久保が二つの字、保呂毛・田尻

畑が同じく二つの字、それと竹川原から大森町までの志津川市街地、ここにつきましては20

の字となっております。袖浜については、袖浜の一つの字。次に、滝の沢から、２ページ目

の新中芝、字までの西戸・折立・水戸辺・在郷地区、ここにつきましては27の字になってご

ざいます。津の宮地区におきましては三つの字、伊里前地区につきましては七つの字、館浜

が三つ、泊浜が四つ、名足・石浜で五つの字、全体では12地区で76の字にまたがってござい

ます。それぞれの地区の小計、字ごとの数字につきましては記載のとおりでございますけれ

ども、今回ご提案申し上げております合計につきましては、２ページ目の下段に記載してお

ります。面積につきましては420.5ヘクタール、筆数につきましては7,771筆となってござい

ます。 

  今回、指定いたします土地の所有者につきましては、７月28日から９月８日にかけましてそ

れぞれの地区で説明会、あるいは志津川市街地のような場所につきましては２週間の閲覧と

いう方法で所有者の方にご確認等をさせていただいており、今回改めて提案したものでござ

います。 

  条例の施行日につきましては、24年10月１日としております。 

  なお、今回の条例案で、今回の大震災に伴います災害危険区域指定の作業というものは、ほ

ぼ終了するということになりますが、これまでも含めまして約645ヘクタール、筆数にします

と１万1,597筆という数字となってございます。今回、条例案が可決されれば、指定に伴いま

す作業は終了という形になりますけれども、現在も既に受け付けをしておりますが、がけ地

近接等住宅移転事業、いわゆる個別移転に対する助成事業、それと防災集団移転促進事業に

かかわります浸水した被災地の買い取り、こういった関係作業が本格化してくるという状況
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になります。 

  今後、当課としましても、用地対策関係の職員も増員されるということでございますので、

被災した方々のさまざまな相談対応、体制を整備していきつつ進めていきたいというふうに

考えております。 

  以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（後藤清喜君） 担当課長の細部説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。10

番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） 今の説明ですと、７月21日から９月、ちょっと記録しなかったんです

けれども、何日まで、２週間の閲覧をしたと。町民にはそういう点で周知したというお話し

でしたけれども、どうなんでしょうか。町民は、これですべて了としたというか、了解した

とそんなふうに見られるんでしょうか。 

  私、町民の中ではなかなかここまでいっていない人もいるのではないかなと思うんですが、

その辺はどのように把握していますでしょうか。そういうことです。まず、そういうことで

す。 

○議長（後藤清喜君） 復興事業推進課長。 

○復興事業推進課長（及川 明君） 所有者の方、被災を受けた方100％が、すべてが災害危険

区域指定に当たって了としたかという部分については、100％ということはないと思います。 

  実際、説明会等でもぜひ外してほしいという方もおりますが、今後の同規模の災害において

も間違いなく建物が倒壊するであろうという浸水域の方々につきましては、こういった状況

に指定せざるを得ないという判断でございますので、本人の思いと実際にこちらで津波シミ

ュレーション等をかけたデータとの食い違いはございますけれども、その辺は被災者支援と

いう制度の適用におきましても災害危険区域設定が必須となっておりますので、ご了承いた

だいているという状況でございます。 

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） 100％了ではなかったと。そういう残った人たちについてのやり方、

今からの取り組みというか、そういうものはどのように考えているかということであります。 

  それから、ちょっと私もよくわからなかったんですが、私が住んでいる旭が丘の下のほうに

既に今うちを建てている方たちがいるんですよね。ああいう方たちは、この危険区域に設定

されていなかったのかなと思って、ちょっと私も詳しくはこれを見なかったんですけれども、

そういう方たちも出てくるのではないかと思うんですが、その辺の町としての取り組み、ど
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うでしょうかね。もう建ててしまったからしようがないというような感じでしょうか。それ

とも、危険区域に設定されているから、これは外してほしいとそういうふうになっていくも

のなんでしょうか。その辺をお願いします。 

○議長（後藤清喜君） 復興事業推進課長。 

○復興事業推進課長（及川 明君） 例えば、隣のうちの方が、すぐ近接するうちの方も含めて、

津波がやってきた場合に４メーターであると、それぐらいの浸水深になりそうですよと。た

だ、私は指定してほしい、私は指定をしてほしくないと、仮にそういったケースがあったと

しましても、いずれ収拾のつかない話でございまして、町の考え方とすれば当然建物の倒壊

があるであろうというエリアになりますので、その辺は指定をせざるを得ないという状況で

す。 

  旭が丘入り口付近につきましても、ちょうど難しい浸水深の際のところでもございます。た

だ、一定の津波の減退は見受けられますものの、現在建っている建物なんかは災害危険区域

に指定せざるを得ないような状況の場所であるということは、本人もご理解はしている上で

建築をしているという状況でございます。 

  ただ、条例施行がどうしても志津川市街地を今回提案してございますが、10月１日施行です

ので、それ以前については建築確認申請のほうも残念ながら許可が受けられるという状況に

なっております。そういった中で建築をしていると。本人にも災害危険区域に設定するとい

うことについては、お話しはしております。しておりますが、再建を急ぎたいと本人がいう

ことでございますし、今後津波災害が来る場合は、必ず避難等をいたすようにということの

話はしておりますが、法的にはちょっと制限をかけられないという状況の区域でございます。 

○議長（後藤清喜君） 10番大瀧りう子君。 

○10番（大瀧りう子君） そうしますと、何かちょっと複雑です。危険区域に設定したいけれど

も、個人的にはもううちを建てていると。そういう点では、10月１日以前なので仕方がない

んだというようなお話しなんですが、旭が丘の下のほうだけではなくて、もっとそういうと

ころがあるんでしょうか。そういうところも同じような方法で、危険区域なのでもうあれで

したら外しますよというような強い行政指導というか、そういうことはないわけですか。ち

ょっと、もう一度その辺お願いします。 

○議長（後藤清喜君） 復興事業推進課長。 

○復興事業推進課長（及川 明君） ちょっと説明の仕方が悪いようでございますけれども、い

ずれ外してほしいという方は、当然津波の浸水区域内の方々にはございます。ただそれが、
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本人が家を建てるから、再建するからそういった問題だけで、申しわけないですが、災害危

険区域を設定する、設定しないの判断をするわけにはなかなかまいらないと。あくまでも、

今回と同じ規模の津波が来た場合にどうなるのかということが、まずもっては最優先すると

いうことでございます。 

  ただ、例えば浸水域がぎりぎりのところで、家も建っているんだけれども１軒しか残ってい

なくて半壊程度で済んでいる方、１人だけ残されて集団移転に参加できないという方とか、

そういった被災支援を受けられる方、受けたい方、それは津波の被災を受けたというのが前

提になりますけれども、そういった方についてはなるべく拾って上げるような形で今回の設

定をしてきておりますので、そういう方々が浸水深、いわゆる津波シミュレーションの状況

がよい状況の中でも、災害危険区域を設定しているというケースもございます。 

○議長（後藤清喜君） ほかにございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

  ないようでありますので、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

     （「なし」の声あり） 

  なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより議案第93号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

お諮りいたします。本日は、議事の関係上、これにて延会することとし、明19日午前10時

より本会議を開き、本日の議事を継続することといたしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（後藤清喜君） ご異議なしと認めます。よって、本日は議事の関係上、これにて延会す

ることとし、明19日午前10時より本会議を開き、本日の会議を継続することといたします。 

本日は、これをもって延会といたします。 

     午後３時４０分  延会 

 


